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第１０２回 産科医療補償制度 再発防止委員会 

２０２５年１月１０日 

 

 

○事務局 

 本日は、ご多用の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 Ｗｅｂ会議システムにてご出席いただいている委員の方々にご連絡いたします。審議中

にネットワーク環境等により音声や映像に不具合が生じる可能性もございますが、必要に

応じて対処してまいりますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 

 会場にてご出席いただいている委員の方々にご連絡します。本日配付しております資料

には未公開のデータが含まれますため、委員会終了後、持ち帰らず、机上に置いたままに

していただきますようお願い申し上げます。会議を開始いたします前に、資料のご確認を

お願いいたします。 

 次第・本体資料・出欠一覧、資料１「第１５回 産科医療補償制度 再発防止に関する

報告書（案）」、資料２「『子宮収縮薬について』に関する委員ご意見一覧」、資料３「『子

宮収縮薬について』（案）」、資料３－参考「表２０ 子宮収縮薬使用の有無に関して有

意差が認められた項目における事例の背景（案）」、資料４「２０２５年度の再発防止委

員会の開催および審議事項等について（案）」、資料５「『Ⅲ.脳性麻痺発症の原因につい

て』に関する委員ご意見一覧」、資料６「『Ⅲ.脳性麻痺発症の原因について』改訂案」、

資料６－参考１「第１４回再発防止報告書『資料 分析対象事例の概況』」、資料６－参

考２「原因分析報告書作成にあたっての考え方」、参考資料１「子宮収縮薬使用に関する

製薬企業の取組みについて」、参考資料２「公益社団法人日本助産師会機関誌『助産師』

１１月号」。なお、事例データに関する資料につきましては審議中でございますので、お

取扱いにはご注意くださいますようお願い申し上げます。 

 また、委員の皆様へ審議に際して一点お願いがございます。会議記録の都合上、ご発言

をされる際には挙手いただき、委員長からのご指名がございましたら、初めにご自身のお

名前を名のった後に続けてご発言くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは定刻になりましたので、ただいまより第１０２回産科医療補償制度再発防止委

員会を開催いたします。本日の委員の皆様の出席状況については、出欠一覧の通りでござ

います。なお、勝村委員よりご参加が遅れる旨、水野委員より途中退席である旨のご連絡
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をいただいております。 

 それではここからは木村委員長に進行をお願いいたします。 

○木村委員長 

 皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はなるべく現地でということで、ご都合がつかなかった北田委員、水野委員以外の

委員におかれましてはご足労いただき、ありがとうございました。本日、久しぶりにとい

いますか、コロナ前はこのような形で委員会を開催していたなと思い出すような記憶でご

ざいます。水野委員におかれましてもまたぜひ活発なご意見をいただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は前回までの委員会の意見を踏まえまして、事務局で「第１５回再発防

止に関する報告書」のドラフトを作っていただきました。このドラフトについての承認審

議が主になるということでございます。原稿の内容については前回までの審議で、概ね固

まってまいりましたが、最後、子宮収縮薬のところをまた今回の資料につけてございます。

またお気づきの点がありましたらご指摘いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず議事１）（１）「第１５回再発防止に関する報告書」についてというこ

とで、第１章、第２章、第３章についての説明ということで議事に入らせていただきたい

と思います。それではこの主なスケジュールについての説明を事務局からお願いいたしま

す。 

○事務局 

 初めに「第１５回再発防止に関する報告書」の公表までのスケジュールについてご案内

いたします。本体資料の１ページをご覧ください。「第３章 子宮収縮薬について」以外

のパートにつきましては、本日の委員会を最終の審議とし、５月末の公表に向け、順次、

印刷等の準備を進めさせていただきます。本日の審議を受けて修正した原稿につきまして

は、１月２４日、金曜日から１月３１日、金曜日にかけて委員の皆様に最終のご確認をお

願いする予定です。つきましては、原稿についてお気づきの点がございましたら、１月３

１日、金曜日までに事務局へご連絡くださいますようお願いいたします。「第３章 子宮

収縮薬について」につきましては、本日の委員会にて原稿案をご審議いただき、審議内容

をもとに事務局にて修正を行ったのち、２月下旬までにメール審議にてドラフト原稿のご

確認およびご承認をいただきたく存じます。メール審議の具体的な日程につきましては、

改めてご連絡させていただきたく存じます。報告書の発行は５月２７日、火曜日、公表記
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者会見は６月２４日、火曜日を予定しております。 

 公表までのスケジュールについては以上となります。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。このようなスケジュールで、子宮収縮薬についての箇所だけ

が少し遅れるということでありまして、その分、約２か月後ろ倒しになりまして、５月末

に報告書を発行し、普段は報告書発行の後すぐに記者会見をしていましたが、少し間を空

けて６月に記者会見をするような予定でございます。よろしいでしょうか。 

 では続きまして、次のところの説明をお願いします。 

○事務局 

 「第１５回産科医療補償制度 再発防止に関する報告書（案）」をご覧ください。お送

りしたＰＤＦの資料１では７枚目からが１ページとなりますので、ここからはページ下部

に記載しているページ番号に沿って説明いたします。報告書全体の構成につきましては、

前回の第１４回報告書を踏襲しておりますが、第３章の構成につきまして変更がございま

す。こちらの変更内容につきましては、後ほどご説明させていただきます。 

 報告書の１ページ目から「はじめに」や「報告書の取りまとめにあたって」「再発防止

の取組みについて」とご挨拶文を掲載しております。次に７ページ目に再発防止委員会委

員一覧を掲載しております。こちらにつきまして、２０２５年３月時点の委員の皆様のお

名前・ご所属として当ページをご確認いただき、修正等がございましたら、事務局まで 

ご連絡いただきたくお願い申し上げます。ページをおめくりいただきまして８ページ第１

章から第２章の１５ページまでについては、例年同様、産科医療補償制度および再発防止

の取組みの概要について記載しております。第１章および第２章につきましては平仄を揃

えるため、修正を行いました。修正点といたしましては、１５ページ第２章「再発防止」

の「Ⅳ.分析にあたって」につきまして、前回の第１４回報告書までは正常分娩の統計との

比較を行っていない旨の記載がございましたが、今回のテーマに沿った分析のうち、子宮

収縮薬について周産期登録データを用い分析を行ったことから、該当箇所を削除しており

ます。続いて１６ページをご覧ください。冒頭で少し触れました第３章の構成の変更につ

いて説明いたします。今回と同じくテーマを２つ取り上げた第１２回報告書では、各テー

マの総括を続けて掲載し、その後に各テーマの本文を掲載しておりました。第１５回報告

書からは読みやすさの観点から、各テーマを一つの括りとするように掲載順を１つ目のテ

ーマの総括、本文、２つ目のテーマの総括、本文と変更しております。続いて、１６ペー
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ジの「第３章 テーマに沿った分析 Ⅰ.テーマに沿った分析の概要」について説明いたし

ます。こちらにつきましては、現在、内容の修正を行っておりますため、「第３章 子宮

収縮薬について」のメール審議の際に併せてご確認いただきたく存じます。 

 ページが飛びまして８４ページからの報告書後段について説明いたします。 

 ８４ページには「再発防止に関する審議状況」として今年度の報告書についての審議内

容を掲載しております。８５ページからは「再発防止ワーキンググループの取組み」を掲

載しております。８６ページから８７ページの「３.本ワーキンググループにおける主な取

組み」にはこれまでの研究成果一覧を掲載しております。なお、２０２４年１２月に「在

胎３４週以降出生事例における脳性麻痺サブタイプと分娩時ＣＴＧパターンおよび脳ＭＲ

Ｉ所見の関連性」の研究が医学誌の「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｏｂｓ

ｔｅｔｒｉｃｓ ａｎｄ Ｇｙｎｅｃｏｌｏｇｙ」にオンライン掲載されましたので、追

加で掲載する予定でございます。こちらの追加内容のご確認につきましては、先ほど申し

上げました「第３章 子宮収縮薬について」のメール審議の際に併せてご確認いただきた

く存じます。 

 続きまして、８８ページの「関係学会・団体等の動き」をご覧ください。ページ中ほど

からの「３.関係学会・団体等の主な動き」では、第６０回日本周産期・新生児学会学術集

会において取り上げられた、本制度に関連する講演等について記載しております。また、

昨年１２月に製薬会社から、子宮収縮薬の適正使用に関するお願いが改めて発出されたこ

とについても記載いたしました。なお、こちらは本日の資料の参考資料１として実際の文

書をお付けしております。 

 また、１月１５日に日本助産師会より「助産業務ガイドライン２０２４」が発刊されま

すため、内容の確認を行った上で、改訂の要点等を追記予定でございます。こちらにつき

ましても、先ほど申し上げました「第３章 子宮収縮薬について」のメール審議の際に併

せてご確認いただきたく存じます。 

以上が報告書の前段および後段の概要でございます。報告書全体を通しまして表や注釈

がページをまたいでいる箇所など、レイアウトにつきましては、今後、印刷会社へ見やす

くなるよう調整を依頼する予定でございます。 

 説明は以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。本文というよりもイントロですね。最初の第１章、第２章、
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これは毎年ほぼ同じような内容で、制度のあり方についての記載がございます。それで、

分析のところで今まで、通常の脳性麻痺の補償対象以外は解析していないというふうな文

言があったのを削ったのが大きな変更であったと思います。それは１５ページですね。 

 それからあとは、後半は８４ページ、８５ページからということでありますが、「再発

防止に関する審議状況」「再発防止ワーキンググループの取組み」ということで、ワーキ

ンググループはまた活動していただいておりまして、活動内容でまた一つ、８７ページに

あります一覧表にもう一つ加えることができたという成果が上がっておるところでござい

ます。これも大変すばらしい成果だと思います。「関係学会・団体等」ということでは、

「助産業務ガイドライン」が昨年末に刊行されたということでございまして、それを少し

引用するような変更があるというところでございます。 

 これらの変更がございますが、概ね毎年行っている部分と同じというような報告であり

ましたが、何かご意見とか問題点とかございますでしょうか。例年通りということであり

ますのでそう大きく変更はしないつもりでおります。特に問題はないようでございました

ら、ここはこれで承認させていただくということで、もし微細な文言等の変更等のお気づ

きがありましたら、事務局へご指摘いただきたいと思います。 

 ということで、次の議題のほうが大きいので、こちらを見ていきたいと思います。第１

５回の報告書に関しまして、テーマに沿った分析、第３章ですね、その中の３番「子宮収

縮薬および吸引分娩について『産科医療の質の向上への取組みの動向』を踏まえて」とい

うことでありますが、説明をお願いいたします。 

○事務局 

 ご説明いたします。本体資料および資料１をお手元にご準備ください。 

 １つ目の丸でございます。前回委員会後に事務局にて、報告書全体との統一性の観点か

ら、構成の修正を行っております。この他、前回委員会にて頂戴したご意見の反映を行っ

ております。具体的に申し上げますと、吸引娩出術に関する記載につきまして、「Ⅱ.子宮

収縮薬について」で集計した周産期登録データ事例群の結果も併せてご提示してはいかが

かというご意見、また、吸引分娩術について利点等の肯定的な内容も記載してはいかがか

というご意見を頂戴いたしましたので、資料１の３６ページでございますが、こちらの考

察の箇所におきまして周産期登録データ事例群の集計結果および吸引分娩術についての肯

定的な内容を記載いたしました。総括につきましては、今後レイアウト等を、「Ⅱ.子宮収

縮薬について」の記載と揃えるため、変更する可能性がございますので、ご了承いただけ
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ますと幸いです。 

 ご説明は以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。ここにつきましては３５ページから考察がありまして、子宮

収縮薬についてというところと、ここは主に説明と同意の推移等について取り上げていた

だいているということでございます。それから３６ページに行きまして、吸引娩出術につ

いてというところがございまして、ここは吸引分娩に関してその有効性というものも少し

書いてはどうかという意見が前にございましたところ、２）の最初の３行ですね、状況が

適していれば急速遂娩として非常に有効な手段であると言われているという記載が入った

ところでございます。この辺りにつきまして何かご意見等はございますでしょうか。 

 ここの意見を出したのは私ですので、私からなのですが。周産期登録データと産科医療

補償制度の事例では集計の仕方が違っていまして、産科医療補償制度のほうは吸引分娩を

やって、吸引で娩出できずに帝王切開になっている事例が入っているということなんです

けれども、周産期登録データは入っていないので、ちょっとそれを２つに書き込むことは

難しかろうということで、ここで夾雑的な記載になったということなんです。 

 ただ、引用文献７番、３９ページに７番があるんですけれども、この論文がどうこうと

いうのではなくて、もうちょっと何か他に何か良い参考文献はないかと。今掲載されてい

るものではさみしいなという感覚を持ちますので、少しこれは一度ご検討いただいて、あ

るいはガイドラインでもいいと思うのですけれども、ガイドラインは実は帝王切開と比べ

てというふうな書き方では無いようでございますが、この文章そのもので、侵襲について

も書いてありますので、ガイドラインを引用してもいいのかなというふうな気もいたしま

す。何か適切な文献があれば。むしろ、有用性があることが当たり前過ぎてなかなかそう

いう文献がないということもあるのですが、その有効性を示したような文献が何かあれば

というふうに思いましたので、また委員の先生方からも頂戴したいと思っております。 

 他に何かお気づきの点はございますでしょうか。お願いいたします。勝村委員。 

○勝村委員 

 どうもありがとうございます。全体的に見かえしてみて少し今気づいたのですけれども、

３５ページの下３分の１ぐらいのところで、ガイドラインのところでオキシトシン、それ

からプロスタグランジンのＦ２とＥ２の３つが出てきていて、これまでだといいのですけれ

ども、適正使用のお願いのところではプロウぺスも同じように、ＰＭＤＡとかからは指摘
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されているところなので、少し底上げの意味で、事故を減らす意味で非常に大事なところ

かと思います。また適正使用に関するお願いみたいなものも子宮収縮薬に関しては出され

ていて、そこにはプロウぺスも足されましたので、入れていただくのがよいのかなと思い

ました。それが一つです。 

 もう一つ、子宮収縮薬と吸引娩出術となって、大昔に、二、三十年前ですけれども、僕

は当時、我妻堯さんという人から日本には子宮収縮薬と吸引分娩が一緒に入ってきたとい

うふうに教えてもらったのですが、彼の考え方かどうか分からないですけれども。という

ことは、それまでは鉗子分娩か、帝王切開しかなかったということなので。今、鉗子分娩

はどの程度あるのかわかりませんし、今だとクリステレルということも一緒に考えるべき

なのかは気になっていたのだけれども、その辺を絡ませておく必要はないのでしょうか。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。大事なご指摘をいただきましてありがとうございます。 

 １つ目のＰＧＥ２誘導体の腟用剤ですね。あれに関してはちょっと書きようにもよりま

すけれども、例えば先ほどご指摘のありましたガイドラインには書いていない、これは時

期的に書かれていないということなので、ちょっとこれはご検討いただきたいと思います

が、プロウペスについても同様の指摘がＰＭＤＡから出ているというふうな一文が少しあ

ってもいい。確かにあってしかるべきところだと思いますので、何かそんなことを少し考

察に書いていただいている５）の次のところに少し記載いただいたらと思います。 

 それから二つ目の吸引分娩と鉗子分娩の関係については、これは結構東西差があって、

関東の先生は鉗子分娩が上手で、関西はそのトレーニングはやっていないというのがあり

まして、鉗子分娩がうまい先生に聞くと、鉗子分娩をマニュアルの自動車で吸引分娩をオ

ートマチックの自動車というふうな説明を受けたことがあるんです。田中委員、いかがで

しょう。多分、田中委員のほうが鉗子分娩は非常に詳しいのではないでしょうか。 

○田中委員 

 いやいや、うちはもう全然、全く鉗子分娩は４０年前から使っていなくて、ずっと吸引

を、慶應系は吸引ばかり使っているので、特に違和感はありません。ただ結局、器械分娩

という面では同じ扱いではありますが、ただ今回、多分、吸引分娩のほうのデータを調べ

ていらっしゃるので、ここで鉗子分娩も入れてしまうとまた少し、そこから始めるのは少

し時間的にどうかなというきらいはございますが。 

○木村委員長 
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 ありがとうございます。たしか鉗子分娩は非常に少なかったですよね。事務局、いかが

でしょうか。 

○事務局 

 おっしゃる通りでございます。鉗子分娩はその事例数がかなり少なかったということも

ありまして、今回は吸引娩出術にフォーカスを当てております。 

○木村委員長 

 いかがでしょう。鉗子分娩をここは中心として。市塚委員のところはいかがでしょう。 

○市塚委員 

 うちはご存じだと思いますけれども東大の流れがございますので、鉗子分娩のほうがど

ちらかというと多いので、関連施設は大体そういう感じですね。 

 ちょっと外れますけれども、もし鉗子分娩の実態を調べるのであれば、周産期登録デー

タで調べれば実数が分かりますので、そういう意味で、今回の事例が本当に鉗子分娩が少

なくて吸引分娩が多いのであれば、別の話にはなりますけれども、鉗子分娩のほうが脳性

麻痺が少ないのか、など別の議論になる可能性もなくはないのかなとちょっと思ってしま

ったんですけれども。鉗子のほうが多い現状ではあります。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○石渡委員長代理 

 石渡です。 

 プロウペスのことについてなんですが、私がＰＭＤＡの時にこの委員になっていたもの

ですから、私も関係はしているのですけれども。やっぱり何かしらここに、３５ページの

ところのガイドラインには書いておりませんけれども、少し文言を入れたほうがいいので

はないかなと私は思いますので、検討していただければと思います。 

○木村委員長 

 よろしくお願いいたします。勝村委員、どうぞ。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。もちろん今回ここまで来ての最後の文面なのですが、吸引分娩

の冒頭の例えば３行とかも、単に読みやすく導入というか、まとめるようなお話とかが入

っているとしたら、子宮収縮薬との関連でいうと少し、もし吸引分娩とクリステレルとい

うのが一緒になっていることが多いとか、そういうことなんかも含めて現状がもし書ける
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のであれば、この辺りに、最初にちょっとプロローグ的なところにそういう整理をした上

で、今回の子宮収縮薬と吸引分娩の話でということに関しては大きな方向性を変えるべき

とは全然思っていないんです。全体をまとめる上において今回は子宮収縮薬と吸引分娩だ

けれども、実は鉗子分娩もあったり、クリステレルとの関係もあったりということを、僕

は、一応意識しておきたいと思っているとしたら、そういうことを何か表現しておけない

かなというニュアンスなんです。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。実は子宮底圧迫法とあとクリステレルに関しましては、これも

結構施設によって差がございまして、阪大、手前どものところではもう禁忌なんですね。

これは色々な意見があって、いやそんなことを言っても、するしかないのではないかとい

う意見ももちろんありますし、様々なご意見があると思います。 

 なので、先ほど引用文献の７番を引っ張り出したのは、ここに実は「吸引・鉗子分娩術、

子宮底圧迫法の適応と要約」というものが入っている。ここに子宮底圧迫法はむしろ入っ

てほしくないなと個人的には思っていまして、それでもう少し他のものはないかという話

をしていたところでございます。 

 ですので、勝村委員がおっしゃることはよく分かるのですが、ガイドラインを踏み越え

るようなことを書いてしまうのもまた色々な語弊などを生むと思うので、今はこのガイド

ラインの範囲内で、問題意識があるというか、問題意識を持っているところがあるという

ことはよくご理解いただきながら、これはむしろアカデミア等できちんと議論していくべ

きところではないかなと思っています。 

 なので、荻田委員、ここの表現はこの程度に今回はさせていただくのが無難じゃないか。

むしろ引用文献７番を見ますと、子宮底圧迫法に適応でよくあるというふうな、もちろん

適応があれば安全にできるわけなのですけれども、それを推奨するようなことにならない

ようなニュアンスがあるといいかなという気は少しいたしましたので。もちろんおっしゃ

るところというか、押すことは私も若い頃はやっていましたから、クリステレルはやって

いましたので、なしにしたらどうなるかということは非常に興味があるのですけれども。

なしにするときも大分、教室員で確か先代教授がなしにしようと言ってなしにしたのです

が、内輪話をしますと、なしにしたときにかなり多くの反発、現場の方で反発していまし

た。ですので何か思い出、多分、先生の時に……。 

○荻田委員 
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 今日は思い出を語る会ではないのですけれども。うちは一応、コクランにはｆｕｎｄａ

ｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅという名前で禁忌ではないという書き方がしてあるので、たまに

我々はやることもございます。確かに勝村委員がおっしゃるように、急速遂娩、経腟の急

速遂娩、経腹の帝王切開で、そのやり方は色々と多分あるだろうと思うのですが。僕自身

の考えとしては、吸引分娩が非常にもう圧倒的に多くてドミナントであることを書いた上

で鉗子分娩についても触れる程度にした方がいいのかもしれません。うちは実は最近、愛

育病院からの先生のご指導を受けて、かなり鉗子分娩でトライしているので、少し違和感

がある読者がいるのかもしれないです。これは本当に施設によっていて、クリステレルを

本当に僕は禁忌という状況で下の者に教えてきたのもあるのですが、触れないでいたほう

がいいのかなと。もう少しきちんとした形でデータが出てから、改めて明記したほうがよ

ろしいのではないかと思う次第です。 

 以上です。 

○木村委員長 

鉗子に比べて吸引が圧倒的に多く使われていることは事実でしょう。周産期登録データ

からでも吸引分娩と鉗子分娩の比率はある程度出ると思いますので、その辺りの記載を少

しした上で、この章ぐらいでとりあえず落とさせていただいてよろしいでしょうか。勝村

委員、お願いします。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。僕も率直な、自分の立場なりの思い出話をすると、やっぱり昔、

私たちが裁判していた頃は、子宮収縮薬を使った後のクリステレルはもう何回もやってい

るということが、やはり母親たちにとっては非常に苦痛だったし、それがやはりよくなか

ったんじゃないかということがありまして、子宮収縮薬、吸引分娩、クリステレルがセッ

トになってどうなんだろうという問題意識が僕にはあったので。そういう意味でこの委員

会の場に来させてもらって、やるにしても１回だとか、せめて２回だというようなお話を

聞いていて、やっぱりそういう方向に行くのは僕としても腑に落ちる手法だと思っている

という前提、認識の下で、こういうちょっとまとまった文章を書くときに、この急速遂娩

的なところにそういう整理みたいなことも徐々にまとめていけたらいいのかなという思い

で発言させていただいています。ありがとうございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。ではそういう形で取りまとめをさせていただきたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 

 ここのところはとりあえずそれぐらいですかね。産科医療の質の向上についてというと

ころはこれぐらいで、あとは引用文献については調べますし、それから後半のところのワ

ーキンググループ等の記載に関しても特に問題はなさそうでしょうか。はい、ありがとう

ございます。 

 そういたしましたら一応この形で、ちょっと文章の、吸引分娩がやっぱり頻度は高いの

で、そっちのほうをある程度フォーカスしているんだというふうなことが分かるような文

章にしていただいて、クリステレルもなかなか書き出すと色々な意見が百出してしまって

収拾がつかなくなる可能性はあって、肩甲難産などのときの恥骨上圧迫とまた違うところ

もありますので、実は学会でもまともにそれの是非についてきちんと議論されていない気

はいたしますが、大事な点だと思いますので、引き続きこれは検討していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 一応この部分はこういった形で刊行化していただく。あとは吸引の考察の記載方法につ

いて少し追記することと、先ほど石渡委員長代理からもおっしゃっていただきましたよう

なプロウペスに関しての注意事項について、改めて違う区別が要るんだというような点を

修正させていただきたいと思います。 

 続きまして第４章ですね、「産科医療の質の向上への取組みの動向」というところ、こ

れも内容についてご審議いただかなければなりません。ここについての説明を事務局から

お願いいたします。 

○事務局 

「産科医療の質の向上への取組みへの動向」についてご説明いたします。本体資料、資

料１をお手元にご準備ください。本体資料２ページ指示１）の（３）第４章「産科医療の

質の向上への取組みの動向について」をご覧ください。前回の委員会では、本章において

文章全体の平仄を整えた修正案およびホームページへ掲載予定である各テーマに関する集

計表案をご確認いただきました。前回委員会から変更した箇所についてご説明いたします。 

 資料１の５９ページ、付録、再発防止委員会および各関係学会・団体等の動きの「１）

子宮収縮薬について」をご覧ください。表の下から２段目、２０２４年１２月に製薬会社

より「適正使用に関するお願い」が発出されましたため、発出内容を反映いたしました。

今回より子宮収縮薬の腟用剤が新たに加わり、記載内容が点滴注射剤および経口剤と腟用

剤で異なっているため、それぞれ文章を分けて記載しております。また、６０ページ、２）
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新生児蘇生、６１ページ、４）胎児心拍数聴取、６２ページ、５）診療録等の記載におき

まして、２０２４年１２月に日本助産師会発行の「助産業務ガイドライン２０２４」発刊

と記載しておりますが、こちらは１月１５日に発刊されますため、年月を２０２５年１月

に修正予定でございます。また現在、内容の確認を行っておりますので、大きな変更がご

ざいましたらご連絡させていただきたく存じます。なお、今回のドラフト原稿では業者に

図や表を前回報告書と同様の体裁に整えていただいたものから、一部事務局で修正を行っ

ております。そのため、レイアウトが揃っていない箇所がございますが、今後校正する予

定でございます。 

 以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。４２ページからですかね。この「産科医療の質の向上への取

組みの動向」、これは２回ぐらい前からこのレイアウトが大分変わってまいりまして、グ

ラフ化されたり、それから言葉の定義をはっきり４５ページ等で書いていただいたり、理

解が進むような形にしていただいているということでございますし、先ほどちょうど勝村

委員からご指摘いただきましたプロウペス、腟用剤の使用に関しましては５９ページでＰ

ＭＤＡからの文書が出ていることも記載していただいております。これについては、先ほ

どここで出したガイドラインをテキストでも記載したいということでございます。それか

ら「助産業務ガイドライン２０２４」が２０２５年１月になったということでございます

ので、それに合わせて。それに関して、布施委員、何か助産業務ガイドラインで特に大き

く変わったようなところで、今、齟齬が出そうなところってありましたか。 

○布施委員 

大きく変更したというより、細かい内容を記したというところで。例えば小児の部分で

したら、観察の時点で何を観察したらいいんだという具体的なところを書いているところ

で、大きな変更というよりは具体的にしたところが多いと思います。「産婦人科診療ガイ

ドライン―産科編」に沿って少し修正したところが大きな修正点だと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。そうしますと、こちらの報告書に大きく関わらないということ

ですが、齟齬が出ないかという点を確認していただきまして、変更しなければいけない点

がありましたら、またメールで審議していただきたいと思います。 

 この章に関しても、基本的には大きな変更をした後、グラフ化したという形でございま
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す。何かございますでしょうか。 

 全体的に見まして何年に何％というものがざっと並ぶという文章が大分減りましたので、

読みやすくなっているのではないかと思いまして、トレンドは基本、グラフで見ていただ

くというふうな方針で記載をされていると思いますので、全体として何かございましたら、

また事務局までご指摘いただければ、基本的にはこの形でよろしいでしょうか。 

 そうしましたら一応この形で、また何か微細な変更等が必要なところがございましたら、

どうぞご指摘いただきたいと思います。 

 それで、次が再発防止報告書の「分析対象事例の概況」ですね。こちらのほうは表がた

くさん出てきているところでございますので、こちらのほうも事務局からご説明をお願い

いたします。 

○事務局 

 「分析対象事例の概況」についてご説明いたします。資料は本体資料および資料１の６

４ページから８３ページをご覧ください。 

 本体資料に概要を記載しておりますので、まずは本体資料にて、中段２つ目の丸をご覧

ください。「資料 分析対象事例の概況」につきましては、前回委員会後に、集計結果の

精査を行った上で、一部数値の修正および平仄の統一等、軽微な修正を行いました。なお、

３つ目の丸に記載してございますが、今回の委員会にてご提示予定としておりました、出

生年別統計のホームページ掲載案につきましては、現在集計中ですので、次回委員会にて

ご確認いただきたく存じます。 

 それでは資料１に沿って、前回委員会資料からの具体的な修正点についてご説明いたし

ます。それぞれの修正箇所につきましてはグレーの網かけをしておりますので、併せてご

参照ください。 

 まず６６ページ、表Ⅰ－６「妊産婦の既往・現病歴の有無」につきまして、こちらは表

の体裁を整えた上で、婦人科疾患および呼吸器疾患の内訳の数値を修正しました。続きま

してその下の表Ⅰ－７「初産婦・経産婦の別」につきまして、経産婦で既往分娩回数不明

の事例の集計が漏れておりましたので、追加いたしました。 

６８ページに進み、表Ⅰ－１４「分娩経過における母体搬送の有無」の表につきまして、

病院・診療所の件数を修正いたしました。続きまして７４ページでございます。表Ⅰ－３

４「胎児心拍数聴取あり事例における胎児心拍数異常の有無」につきまして、各区分の件

数を修正いたしました。次ページの７５ページをご覧ください。表Ⅰ－３５「臍帯巻絡の
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有無」につきまして、臍帯巻絡回数および臍帯巻絡なしの件数を修正しました。 

 続きまして７８ページに進んでいただきまして、表Ⅰ－４３「臍帯動脈血ガス分析実施

の有無」の表でございます。臍帯動脈血ガス分析値ｐＨの一部の件数を修正いたしました。 

 最後に８３ページ、表Ⅲ－１「原因分析報告書において脳性麻痺発症の主たる原因とし

て記載された病態」につきまして、原因分析報告書において主たる原因として単一の病態

が記されているものの内訳のうち、一番下の項目「その他」の件数を修正いたしました。 

 前回委員会からの修正箇所につきましては以上でございます。なお、全ての修正箇所に

おきまして、傾向に影響するほどの大きな変更は生じていないことを併せてご報告申し上

げます。 

 ご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。これは数字がどんどん並んでくるという

ものでありまして、これは色々見ていくと、ああなるほどなと思うところであるとか、ち

ょっと不思議に思うところもあるわけでありますが、何かご意見はございますでしょうか。

金山委員、お願いします。 

○金山委員 

 特にこれはこれでいいと思うんですけれども、個人的にいつも知りたいと思うのは、静

岡県の件数が多い気がする。これを、１０万人単位で出してもらうと、各都道府県の行政

レベルで色々強調できるようになるんじゃないかなと思いまして。これは載せなくてもい

いんですけれども、人口１０万人単位の件数が分かれば、また教えていただければ幸いで

す。 

 以上です。 

○木村委員長 

 これは小林委員、いかがでしょう。どういう出し方。確かに数だけでいうとちょっと東

京が多いのは当たり前だみたいになるところですが。数の出し方はいかがですか。 

○小林委員 

 人口１０万というよりも、出生１,０００あたりとかのほうが良いかと思います。ただ、

これは分娩機関所在地なので里帰りも入っていて、そうすると分母を出生にしてしまうと

正確ではないと思う。でも、これは事務局と相談して、出した方がよければ一番分母とし

て近い数字を出して、しかもその場合にもやっぱり注が必要かなと。里帰り分娩を区別で



 -15- 

きるように。 

○金山委員 

 もし出れば、静岡県なんかはかなり危機意識を持つんじゃないかなと。ぜひやってもら

いたいです。 

○木村委員長 

 ちょっと一度それもまず出してもらう。内輪でまず出してみて、それであまりミスリー

ドしてしまうようであれば、ちょっとまた考えるというようなことぐらいでいかがでしょ

うか。最初から全部公表してしまうと混乱の種にもなりかねない。ここの県危ないぞみた

いなことは非常によろしくないところも出てくると思いますので。これ、一度出してみて、

出生数当たりで出してみてどうなっているのかということを、内部で参考にするぐらいを

まずしてみて、それで議論してみてはいかがでしょうかね。ちょっとどこかの時点で一回

まとめてみていただいてもいいかもしれない。ある程度、数が。前みたいに１とか２とい

うことではなくなってきましたので、それなりの数になってきていると思うんです。  

 それを出してみて参考にしてみていただいたら良いと思います。 

○事務局 

 報告書に掲載されています事例には、補償対象事例が確定していない年の事例も含まれ

ております。今回の場合は、確認いたしますが、出生年で締まっていない事例がございま

すので、もしその１０万当たりですとか出生数ベースで見る場合は、補償対象件数が確定

しているもので見るのがよりよろしいかと思われますので。また次年度ご審議していただ

ければと思います。 

○木村委員長 

 各年の出生数も劇的に、大体毎年５％減っていますから、その減り方も激しいところを

考えるしかないところもありますので、計算も考えた方がいいかもしれませんね。各年別

に分けるのはちょっと苦しいというか、難しくなるので、ざっくりまとめて、それで出生

数の各年を足してみてどうなるかぐらいを一度見ておくのはいいかなと思います。 

 他いかがでしょうか。これを出したのは、やはり目的と色々なものが出てくるかなと思

いますし。私も少し見ていて、例えば不妊治療の有無とかが６７ページにあるのですが、

これで見ますと体外受精が７％ぐらいということになっているのですが、実は今はもう１

０％の子が体外受精で生まれていますので、これもここ１０何年ですかね、全部平均して

均すとちょっと多いかなという気がするのですが、今の数からするとむしろ少なく見える
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というようなことで、ちょっとこの辺りもどう見せていくかということはまた。 

出生数も今、毎年ドラスティックに変わっていますが、体外受精の出生率を出す場合には、

かなりの月日がかかっていますので、また少し、どう見せるんだろうというのはなかなか

難しいなと思いながら拝見しておりました。 

 またもう一つ、これも感想なんですけれども、７８ページで臍帯動脈血ガス分析の実施

というところで、表Ⅰ－４３ですね、実施している症例の中で半分がｐＨ７.０を超えてい

るんですね。これって補正値ではなく、生データですね、この値というのは基本。 

○事務局 

 はい。基本的には生データです。 

○木村委員長 

 ですから、大体これよりも少し上がるので、実際７.０、７.１までだったりしていると

ころが多いので、その後、今、ある意味頑張って酸血症、アシドーシスにならないような

状態で半分ぐらいはしているんだなというような見え方もするなという気がいたします。

ですので、やはりこの辺りもまた色々な形で追跡していただいたらいいかなとは感じた次

第でございます。 

 色々コメントすることはたくさんありますが、言い出したら切りがない。何かほかござ

いますでしょうか。石渡委員長代理、お願いいたします。 

○石渡委員長代理 

 今、木村委員長からお話があった６７ページの不妊治療の有無のところですが、やはり

体外受精等々での妊娠・分娩が多くなってきていることは間違いないです。ただ、日本の

場合は凍結胚のホルモン補充療法、要するに排卵を起こしてやるのではなくて、ホルモン

補充療法で凍結胚を胚移植してと、こういうケースが多いですよね。割と妊産婦死亡とか

偶発事例は産婦人科医会で集めていますが、その中で非常に弛緩出血も多いですし、自然

妊娠に比べると。データが少しずつ産婦人科医会のほうでも母体については出てきている

ので、多分新生児のほうにもかなり影響が起きているんじゃないかなと見て。将来のこと

なんですけれども。 

 あと、無痛分娩も急激に増えてきていると、色々影響してくるのではないかなと思いま

す。その辺りも少し注意して見ていきたいと思っています。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。気になりますのは、特に体外受精とかの方の新生児で、なかな
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か統計を出すのは難しいですけれども、飛彈委員、印象とか何かありますか。 

○飛彈委員 

 ありがとうございます。飛彈でございます。 

 体外受精で妊娠された方のアウトカムがそうではない方と違うという印象はあまり実は

ないです。ただ、今いる分娩機関、慶應はやっぱり多くの方がＡＲＴ（生殖補助医療技術）

で妊娠成立されているので、自然妊娠の方がちょっと少ないなという印象ではあります。

自分が以前に勤めていた医療機関でもそんなに違うというような印象ではないです。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。水野委員、いかがでしょう。何か体外受精が増えてきたことに

よって、というか、そういう妊娠から生まれたお子さんということで、何か雰囲気、これ

は何とも根拠はなかなかおっしゃるのは難しいと思いますので、雰囲気的に何かお感じの

ことはございますでしょうか。 

○水野委員 

 ありがとうございます。私も飛彈委員と同じように、あまりそれで何か増えているとい

う印象はないのですけれども。そういったデータを調べたことがないのではっきりしたこ

とは言えませんが、印象的にはあまり持っておりません。そういう点を注意して見ていき

たいと思います。ありがとうございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。実際のところ国の統計で見ても、結局年齢でも、こういった治

療をお受けになるのは年齢が高いので、そこはあまり違わないということは、赤ちゃんの

側では結構出ているような気はいたしますが。また引き続き、これも日本で急速に変わっ

ている、妊娠・出産シーンの中で変わっていっている因子の一つだと思いますので、しっ

かり見ていくべき項目かなと思っています。何か事務局でもお気づきのことがあったらご

指摘いただきたいと思います。ほか、よろしいでしょうか。お願いします。 

○鮎澤委員 

 今、木村委員長が言われるように、日本の妊娠・出産において急速に変わっていること

が、今の統計の出し方でどんなに反映されていくのか、そこは注意深く見ていく必要があ

ると思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。年次でいきますと３００、４００のことなので、なかなかその
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中で傾向をみるということにも限りがあるし、それもありまして、それこそまた後ほど出

てきます周産期データベースのところできちんと出てくるようなトレンドを日本はちょっ

と追えていないのがやっぱり大きな課題になってくるかと思いますし。田中委員、お願い

いたします。 

○田中委員 

 先ほど事務局からご説明があったように、一応、最近で２０１６年ぐらいだと、もう既

に８年ぐらい前のデータなので、そうするとそこら辺が今までのディスカッションと今回

のデータは少しミスマッチしているところがあるので、多分、実際に何年から何年の報告

例と最初のところにでも書いておいていただけると、実際このデータはどれぐらいにお産

をされた方だというところが認識できるので、最近のトレンドとのミスマッチに対する疑

問が解消できるかなと思いました。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。最初のところに、結局、２０２３年１２月まで、原因分析報告

書を送付した事例としか書いていないので、それは何年の出生までかということが、何年

からの全例になっているかということが少し分からない。この委員会の中では時々そうい

う話も出てくるのですが、そこが読者の皆さんになかなか分かりにくいところであります

ので。６４ページの最初のイントロの２行目ですかね、事例３,７９６件であるところの後

に、括弧書きで何年までの全例と。それで何年から以降は一部の事例であると書いておい

ていただくと、大体どこまでは網羅しているなということが分かるかもしれませんね。少

しそこは記載のご検討をお願いいたします。 

 確かに出産における色々なシーンが急速に変わっているという現在、そもそも数が毎年

５％減という大きなことが起きているというイメージは皆さん持っておられると思う。そ

の辺りも踏まえて、色々なことが変わってきているという記載をまた、今のこういったと

ころでまた表記したいと思います。 

 勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 

 今回の議論はなるほどと思い聞いてきましたので、全く異存ありません。ささいなこと

なのですが、さきほどの８１ページの都道府県別の数字の分母の話なんですけれども、こ

れ、産科医療補償制度に一応全員が登録していて、最初に。それで登録から実際にこの原

因分析という形になるというステージじゃないですか。それは同じ分娩機関だとしたら、
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それを都道府県ごとに集計するということで、これは合わないのですか、分母として。 

○木村委員長 

 その施設の分娩取扱数、全部の分娩取扱数を集計するのはなかなか難しい。 

○勝村委員 

 産科医療補償制度に対して。 

○木村委員長 

 ああ、掛金ね。 

○勝村委員 

 掛金で登録している数字が分母にならないのかなと。 

○木村委員長 

 なるほど。掛金でやはりできるかもしれません。少し一度それは、確かにおっしゃる通

り掛金分で出せる可能性はあると。一回ご検討いただいてということでお願いいたします。

確かに分母をどうするかということは非常に大きい問題になると思います。それをやって、

またどこどこの何々県の分娩機関は危ないぞみたいな、そういうのも良くないので、少し

その辺りをどうするか。一回見て、そういうちょっとこれは他と比べて高いですよみたい

なコーションが出せると、また金山委員がおっしゃったような意義も出てくると思います

ので、また一度検討してみてください。確かに分母の一つとして掛金というのは大事にな

る。掛金を掛けた人数ですね。というのは出せる可能性があるのかなと思いました。あり

がとうございます。 

 そうしましたら、ここはそういったことを少し、先ほどの割合というのは後の課題とい

たしまして、今述べたようなことの少し修正をお願いいたします。 

 ほかはここではよろしいですかね。 

○市塚委員 

 よろしいですか。 

○木村委員長 

 お願いいたします。 

○市塚委員 

 細かいことなんですけれども。６４ページなのですが、ちょっと読み直してみまして、

６４ページの２行目ですね。１２月末までに原因分析報告書を送付した三千何件であると

いうことで。何年から二千何年までの出生児ということが注意書きだと思うんですけれど
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も、原因分析報告書は誰にというのを入れたほうがいいかなと思ったんですけれども。何

でしょう、第３章のところには分娩機関と保護者にで完結という意味だと思いますので、

これ、送付した誰にというのをここにも入れてあげたほうが親切かなと思いました。ご検

討ください。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。ぜひこれは簡単なことですので入れていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 そういたしましたら、次がこれも審議事項でございまして、３章の「テーマに沿った分

析」のここでブランクになっております「子宮収縮薬について」のところでございます。

こちらのほうは様々な統計的なことも入ってまいりますので、小林委員から東邦大学の統

計がご専門の村上教授にご相談して、統計学的手法を変更した内容を含めた原稿案の審議

という形になることをご了承ください。それでは資料についての説明をお願いいたします。 

○事務局 

 失礼いたします。「第３章 テーマに沿った分析」の子宮収縮薬についてご説明いたし

ます。本体資料、資料２、資料３、資料３－参考をお手元にご準備ください。 

 本体資料２ページ下段の（５）をご覧ください。前回の委員会では構成案や提言案につ

いてご審議いただきまして、その結果を踏まえて原稿案を修正いたしました。委員会後に

は適合度検定の具体的方法、結果の記載について小林委員に相談し、分析結果を修正して

います。今回の委員会では、分析結果、原稿案全体の書きぶり、および「６．産科医療の

質の向上に向けて（案）」についてご審議をお願いします。 

 資料３－参考には表２０の案を付けておりますが、こちらにつきましては今回のご審議

のご意見を踏まえて考察を修正する予定ですので、後程詳細をご説明いたします。 

 今後のスケジュールにつきましては、本体資料１ページにございますように、委員会後

のメール審議にてドラフト原稿をご確認いただき、５月２７日に第１５回再発防止報告書

の発行を予定しております。 

 続きまして、資料２、資料３および資料３－参考をご覧ください。資料２のご意見番号

に沿って資料３をご説明いたします。 

 資料２の１番から５番と、資料３の１ページは「はじめに」に関するご意見および修正

案でございます。修正前は、子宮収縮薬と脳性麻痺に関する文献をもとに記載しておりま

したが、前回いただいたご意見を踏まえまして、再発防止報告書やご審議内容をもとにし
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た記載へ修正しております。また無痛分娩に関する情報は周産期登録データにございませ

んので、今回は子宮収縮薬使用の有無について検討させていただきました。      

○木村委員長 

 １から５までのご意見に対してのご意見を組み入れた形でこの「はじめに」のところが

書かれております。このところでの書きぶりにつきまして何かご意見はありますでしょう

か。大体、この「はじめに」のところの２５行目までが今までの歴史的なことを書いてあ

って、２６行目以降が今回の姿勢といいますか、比べたということを書いて、比べた中身

までは書かずに、比べましたということが書かれているイントロでございます。ここのと

ころは特にご意見ございませんでしょうか。お願いします。 

○市塚委員 

 市塚です。冒頭の３行目のところに「アップデートが必要と考えられる観点」、また「周

知が必要と考えられる観点」と、観点、観点とかなり続くので、最初の観点は「および」

にして、２つの観点からみたいな書き方をしたほうがいいかなと少し思いましたけれども、

ご検討いただければなと。 

○木村委員長 

 ちょっとこれは口語的に修文ですね。アップデートが必要と考えられる点あるいは重篤

であり周知が必要となる点の両面からとか、何かそういうようなちょっと修文をお願いい

たします。 

 他いかがでしょうか。全然関係ないですけれども、英語で論文を書くときには３行以内

に同じ言葉を出すなということはよく習いましたので、確かにその通りだなと思いますの

で、同じ言葉が続いてこないような感じで修文をお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。大体、ここはイントロでの書きぶりですので、よろしいかと思います。 

 次のところは６、７ですかね。６、７のところをお願いいたします。 

○事務局 

 資料２の６番、７番についてのご意見ですが、こちら、子宮収縮薬使用の有無で集計し

た結果で、何かを分析したように見えるとのご意見を踏まえまして、資料３の４ページか

ら５ページで「３．分析方法」における見出し名と見出しレベルを整理しています。結果

についても同様の整理としております。１）では分析対象事例における概況として集計結

果をまとめ、２）では、補償対象事例群に関する分析として統計を使用した分析と、その

結果からさらに背景を集計した結果を記載する構成としております。 
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○木村委員長 

 サブタイトルで「検討」という言葉が入ると、ちょっと何を検討したのかということが

実はなくて、結論がないというか、これは事実を述べているということでありますので、

むしろその言葉は外して修文していただいて、概況とか分析とかという言葉にしたという

ことでございます。これは鮎澤委員からご意見をいただいたと思います。こんな書き方で

いかがでしょう。 

○鮎澤委員 

 ありがとうございます。ここのところについては、こういう考え方でこの分析をしてい

くということでしたし、差し障りなく書いていただいていると思います。 

 あと、同じことなのですけれども、他のところで「検討」という言葉を使っていること

に同じような使い方がされているかどうかの確認は事務局でしていただければと思って拝

見していました。 

 以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。他で少し検討という言葉が出てきたところの使い方ですね。こ

こを確認しておいてください。 

 他よろしいでしょうか。では次の８から１１ですかね。そこのところの、これは本体の

ほうですが、お願いいたします。 

○事務局 

 失礼いたします。資料２の８番から１１番のご意見につきましては、統計手法について

小林委員にご相談したうえで、適合度検定を用いた結果を記載しております。適合度検定

につきましては資料３の５ページに簡単なご説明の文章を掲載する案としました。分析結

果は資料３の１６ページから１８ページに記載しております。前回までのカイ二乗検定の

結果と概ね変わりない結果でしたが、周産期登録データ事例群との差を見るという観点で

結果を再確認したところ、前回の解釈と異なる項目がございました。こちらにつきまして

は資料３の１８ページにございますように、新生児蘇生処置実施なしにおきまして、補償

対象事例群で子宮収縮薬使用ありの割合が多いという結果となりましたため、改めて結果

を掲載しています。ここでは出生後の項目を子宮収縮薬の有無で比較することで良いか、

ご審議をお願いいたします。 

 続いて資料２の１２番から１４番のご意見ですが、脳性麻痺の主たる原因の集計に関し
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てご意見を頂きました。資料３の１８ページ下段にもございますように、なぜこの集計を

行ったのか、何を集計しているのかが分かるよう、見出しレベルや見出し名、文章を修正

しております。表２０の集計表につきましては、資料３―参考にすべての集計結果を表に

しております。先ほどの適合度検定のご審議を踏まえ、こちらをご確認いただきながら、

掲載すべき項目についてご審議をお願いいたします。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。まず適合度検定の方法ですね、５ページにあります適合度検

定という書かれ方がしておりますが、小林委員、ここの記載ぶりに関してはこんな形でよ

ろしいかどうか。 

○小林委員 

 いいと思います。 

○木村委員長 

 考え方としては周産期登録データにあるようなものの頻度が大体世の中の普通……、こ

れが普通かどうかはとりあえず置いておいて、今我々が当てにすることができる世の中の

普通であって、それに対してこの脳性麻痺の補償対象事例群がその普通からずれているか

どうか、そういう見方ということでよろしいわけですよね。 

○小林委員 

 はい、そういう見方なんです。今までの、従来の分析は周産期登録データのほうも母集

団を仮定して、母集団からこの２０万件以上を抜き出したときにどのくらい誤差があるか

ということも検討した上でカイ二乗検定をしていたので、その必要はないだろうと。これ

だけ数が大きければ、こちらがもう真の値で、それとどれくらいずれているかを検定すれ

ばいいというのが村上先生のご意見です。 

○木村委員長 

 この考え方についてはいかがでしょうか。確かに周産期登録データをレジスターしてい

る、登録している集団が日本を全て代表しているのかというと、少しこれはずれている可

能性はあるのですが、それはそれで今回はとにかく置いておいて、これを真の値として、

それから脳性麻痺補償対象事例群がどれだけずれているかというような観点で見てみたら

と。統計はどこかで結論というか、推論のよりどころだったりとか、こういうよりどころ

になったということになりました。ここではもうこれ以上どうしようもないところも、こ

れしかないということで、その結果が出たのが１６ページ以降のものでございます。 
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 表１９がずっと並ぶわけでありますが。大体のところが子宮収縮薬使用は補償対象事例

群のほうが少ないというもの、あるいは同等。カイ二乗検定でも０.１とか、あとＰ値が０.

２とかのデータで、今もほぼ一緒と、逆に言えるようなところになっているのですが。一

番最後の新生児蘇生は１８ページですね、新生児蘇生処置有無の実施をしていない分が、

なぜか子宮収縮薬を使っているほうが多くて、実施をしている分は、今度はむしろ周産期

登録データのほうで子宮収縮薬を使っているという結論というか、統計的な値が出てまい

りました。 

 それを解釈はどうしようもない、全てのものに対して解釈はどうしようもないわけであ

りますが、皆さんのお手元に資料３－参考というＡ３の横長の大きな表がありますが、こ

れは、補償対象事例における割合が多かった項目といたしまして、大項目の中で子宮収縮

薬使用なしが多かった項目、これが初産・経産の別、胎児心拍異常あり、緊急帝王切開、

産科合併症、１分後アプガースコア、血液ガス７.１未満、新生児蘇生実施ありまでのとこ

ろが子宮収縮使用なしのほうが多い。それに対して、新生児蘇生実施なしのほうは子宮収

縮薬使用ありが多いという結論になっておりまして、そのバックグラウンドですね。何が

起こっていたのかということを、この下に「単一の病態が記載されているもの」というふ

うにずっと書いているわけであります。 

 例えば、これはある意味当たり前といえば当たり前なのですが、真ん中辺りの１分後ア

プガースコア３点以下のところで、やっぱり一番多いのは常位胎盤早期剝離に見舞われて

いると。それから臍帯脱出以外の臍帯因子に見舞われている。こういったものが、子宮収

縮薬が使われていない群のほうが多かった。もちろん、勝村委員がいつもおっしゃいます

ように、どういうシチュエーションで使ったかとか、どういう段階で使ったのかとか、ど

ういう量で使ったか。これは、今回はもう出しようがないので、本当に頻度だけで論議し

ておりますが、そういったものがあると。ただ、そういう解釈は今回すべきではないのか

なという気もいたします。 

 今度、子宮収縮薬使用ありが新生児処置の実施がないという、一番右端のカラムですね。

ところがここで特徴的なのは、その背景にある状態として原因分析が述べたものは感染と

児の脳梗塞、児の頭蓋内出血、３つなんですね。それ以外は報告書として原因分析報告書

には病態が明らかでないので特定は困難とされているということは、これも安直に解釈は

できないのですけれども、非常に子宮収縮薬使用なしに書かれている背景の病態あるいは

原因不明が多いというようなところからすると、少し傾向が違うという中身でございます。
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これは若い先生方に少し深掘りをしていただきたいような中身でありますし、逆に単変量

解析でこういうことをしている以上、こういう飛び値が出てくるのもありなのかなと。こ

れは多変量解析をしないと分からないのかなとか、色々な考え方があるのですが。 

 少し限界があるなということと、やはり、明らかに集団が違うように見えます。そうい

う印象をつくる意味でも、この表２０はこの後で事務局より説明がありますが、いいです

かね、資料２の１８ページ（２）の子宮収縮薬の使用で云々、事例の背景というところで

この表を載せてもいいんじゃないかなというふうな気がいたしております。 

 この点に関して委員の方のご意見、いかがでしょうか。この全体ですね、子宮収縮薬使

用なしというところが多い分と、ありが多い分ときれいに分かれています。勝村委員、お

願いします。 

○勝村委員 

 どうもありがとうございます。今、見始めたところなので、勘違いをしているかもしれ

ませんけれども、新生児蘇生実施なしということはあまり褒められたことではないという

理解でいいんですよね。 

○木村委員長 

 これがですね……。 

○勝村委員 

 分からない？ 

○木村委員長 

 アプガー……、新生児蘇生って結局、その時のデシジョンメーキングはアプガースコア

ですよね、出たときのアプガースコアでデシジョンするわけですが。そのデシジョンメー

キングの根拠がここに実は書いていないので、それとクロス集計するか、それと一緒に解

析しないといけない。この時のマネジメントが不適切であったのかどうかは実は分からな

い。 

○勝村委員 

 やはりそもそも論として、こういう母体の解析をするに当たって一定のクロス集計とか

複雑系が色々見ていかないと分からないのだろうとは思ってはいたんですけれども。 

○木村委員長 

 そうです。それをしないと全体の数って分からない。ただ、ある意味で感染なんかは、

指標とかそんなもうぐちゃぐちゃになっていなくても、出て、後で何日かたってからこれ
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はおかしいぞとなることは確かにあるわけで。だからそういう意味で要らんのですね。 

○勝村委員 

 主たる原因ということは、僕は個人的にあまりこだわらずにやりたいと思っていて、そ

うやってはっきり書けるのは、まあ半分くらいだったり、書いているレベルもそれぞれ違

うし、逆に、書けるから書いているのであって、書けないところのほうが圧倒的でしょう

というふうに思ったりもするので。 

 僕、かなり前ですけれども、母体死亡とかの研究の論文を読んだときなんかに、やはり

子宮収縮薬の使用方法に問題があるような事例においては、出産した後の適切な処置とい

うことをすることができていない医療機関が半数ぐらいある。子宮収縮薬の使用方法の問

題が原因で結果が悪かったのではないかと思われる事例が何例かあったとしたら、そのう

ちの半数は、そうだったとしてもそれ以降の処置をきちんとできていたら母体死亡になら

なかったかもしれないと思われるものもそのうち半数あったというような論文のことを僕

は今思い出して。 

 つまり、新生児蘇生実施がされるべきところがきちんとできていないということと、子

宮収縮薬の使用方法に問題があったということの関連性が大事で、子宮収縮薬を使ったか

使わなかったかということだけを見ても仕方がないので、子宮収縮薬の使用方法に問題が

あるということが多いということと関連している可能性を示唆しているかもしれないと思

うと、木村委員長がおっしゃるように、もうちょっとクロス集計でしっかり見たいという

気がしたという感想です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。ちょっと今回、またもう一つの問題は、ここで件数が２８件と、

他に比べて非常に少ないので、これもまた難しくしているところなのかなと。２８件中、

１６件が主たる原因が分からないと書かれていて、主たる原因が分からないというところ

が一番実は問題なんだろうと思うんですけれども。本当のところを言うと、一例一例、主

たる原因は分からないということだし、あるいは今回の感染とか脳梗塞とか頭蓋内出血と

書かれているやつは、出生時のアプガーは何だったのかということも検討していないです

が、ここまででもかなり事務局も手一杯ですので。 

 そういったことが浮かび上がっているということが分かるという意味では、この表は、

僕はある程度出したほうがいいと。後ろに色々な問題があるんだということを示す意味で

ですね。きちんとこれはお示ししておいたほうが、変にここだけが取り上げられて、これ
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だけ多くて、蘇生もやっていないんじゃないかみたいな話になるのではなく、その背景を

もう少し解析しないといけないということを示す意味では、どちらかというとこの表２０

は出したほうがいいんじゃないかと。ここまではやっても、多いのだけを出すとミスリー

ドすると思うんです。それから逆に少ないのだけを出してもまたミスリードになって。こ

の表２０は、これをＡ４に落とし込むとかなりビジーになる恐れがあるんですけれども。 

 勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 

 今回のこれを見ながら、木村委員長がおっしゃるようなまとめでいいかなと思うんです

けれども。やっぱりその分析をしている前提で、主たる原因が書いていないものはちょっ

と難しいから、書いているものだけの情報で議論していこうというのは、やっぱりちょっ

と再発防止の観点からはどうかなと思っています。逆に言うと、再発防止ができる可能性

のあるものは、主たる原因が書いていないところのほうが多い可能性もあるし。かといっ

て、主たる原因ということの、僕は言葉の意味自体にちょっと違和感が常にあるんですけ

れども。 

 だから、主たる原因から考えるというのではなくて、こういうことになっているという

ことをもうちょっと全体的に広げて、色々な意味での必要なクロス集計をやって、ともち

ろん、数自体が少ないのであれば、やることが良いのかどうかということはありますけれ

ども。ちょっと大事な観点なのかなということは、検討を続けていただきたいテーマが一

つ浮かび上がっているんじゃないかとちょっと思いました。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。この中でやはり、今、医療界あるいは医学的な論文の中で脳性

麻痺の原因といいますか再発を追っているという観点から述べられていることは、やっぱ

り分娩中ではない、分娩前に起こった事象が結構あるということが言われているわけであ

りまして、それに少し近づくところがあるというのはこの画像所見なんですけれども。画

像所見を本当は速やかに撮れというふうに書いてあるんですけれども、ＭＲＩを４８時間

以内にＭＲＩまでやれるというふうなことが結構、米国小児科学会なんかでは言われてい

るのです。それはちょっと難しいというところがあるのですが。そういった方向をきちん

としないといけないということは示唆するような情報にはなっているかなと思いますし。 

 前のやつは、これは申し訳ないけれども、どうしようもないですね。その辺りをどう切

り分けていくかということは大事だし、逆にこの制度が無過失ということを前提にしてい
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るのは、そういったものがそもそもあるんだということが、過失の有無を問わないで補償

しましょうというこの制度の精神にもなっているのだろうと思います。それが国際的にも

受け入れられているのは、そういったことが結構世の中での常識になっているようなこう

いう制度が、後理事がすごく各国で講演なさって非常に高評価を得ていることの根底にも

あるのかなと思います。 

 ですから、やっぱり防止できることは防止できると。それからできないものはできない

ということがはっきり分かれているのがこういう活動の大事なところであって、できるこ

とをしっかりやっていきましょうというものはやっぱり我々が出さないといけないところ

だと思います。それは全部できるというふうな幻想を持たれるのはやっぱりまずいかなと

思いますし、まさにこういうことが大事かなと。どうぞ。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。だから僕らがこの場で原因分析報告書をもとに再発防止報告書

を作っていくという中では、やっぱり一番シンプルに大事にしたいと思うのは、指摘され

ていること。つまり、子宮収縮薬を使用すること自体がいいのかどうかということではな

くて、子宮収縮薬の使い方で何らかの指摘がされているということが、例えば新生児の蘇

生をする必要があるのにしていないという指摘があると。そういうところの指摘に一定の

関連性があるのかどうかということがちょっと示唆されているのかとか。ある意味、色々

な意味で医会の先生方にもご苦労していただいて、随分そういう、何というか、僕らはリ

ピーターというようなものをなくしていきたいと思っているし、ちょっとそういう指摘さ

れることが繰り返されることをなくしていくことは、原因分析委員会のほうでも、何とか

という……。 

○木村委員長 

 複数事案でしょうか。 

○勝村委員 

 同じことを２回した事例で、別紙対応でそういうのを出してもらっているじゃないです

か。だからそういう、僕としたら、ああいうシンプルに、子宮収縮薬の使い方とか新生児

処置をすべきなのかどうかというようなことを原因分析の段階から指摘を受けて、それが

なくなっていくということで、それで防げるものはもう防いでいくというのはこの再発防

止委員会、産科医療補償制度の一つの大きな意義だと思って。そういう見方ができればい

いなと。だから、つまり、子宮収縮薬自体ががいいのかどうか悪いのかというような大き



 -29- 

な漠とした議論が社会でされてしまうようにはなってほしくない。そういう土俵にされた

くない。ただし、いくつかの指摘されている部分ということができているから防げる事故

は減ってくると思って。そういう観点で見るとこの数字の中身って、そういう意味でどう

なっているのかなということは知りたいなと思ったという趣旨です。 

 そうすると、この主たる原因ということでそれを議論するよりは、どんな指摘がされて

いる事例なのかということで議論するほうが僕は再発防止に関して意味があると思ってい

ますので、そちらをここの表に書いてもらうぐらいのほうが僕はありがたい。 

○木村委員長 

 これは非常に大事なことで、どんな指摘がされていたのかということは、また、この指

摘がフォーマット化される必要がちょっとあるところも多分あると思いますが、そのフォ

ーマットに書かれた、最近フォーマット化されていますよね、色々な指摘に関して。です

ので、そういったことの指摘点とかもまたこれからまとめていくような進め方が必要だと

思いますし、それが再発を防ぐという意味と、それからできないもの、無理なものは無理

なので、無理なものは無理であるというようなことをきちんと示していくことも、これは

分娩というものをご理解いただくと、一般社会に対してご理解いただくということとして

も大事なことかなと思っています。 

 あるいは子宮収縮薬もこんな話をすると、あなたの言っていることはカラシニコフと一

緒だと家人によく言われるのですが。カラシニコフという銃がありますね、機関銃。あれ

を作った人間が、おまえがこんなものを作ったからこんなにたくさんの人間が死んだんだ

というふうに指摘されて、彼らが一言言い放ったのは、悪いのはカラシニコフではない、

使う人が悪いと。そういった方向に色々な医療の安全というものが向かっていってくれた

らいい。それはやっぱり必要だから色々なものが開発されて、必要だから使っているとい

うことと、それとまた、それをうまく使われていないということを反省することとまた別

の次元であることですので、またその観点も含めながらその指摘をしっかり拾っていきた

いと思います。 

 とりあえず今回はこの形で。これ以上今から何とかしてくれと言われても、多分事務局

側も難しいと思いますので、この形で直させていただいて、また次、こういった観点が大

事だということでまたしっかりやっていきたいと思います。 

○飛彈委員 

 すいません、飛彈でございます。１個だけすごく基本的なことの質問で大変恐縮なんで
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すけれども。新生児蘇生法の実施のありなしは、ＤＰＣとか件数上のありなしという評価

ですかね。それともカルテを全部読み込んでいただいて、ここでこういう処置をしている

からこれは新生児蘇生をやったという形。 

○事務局 

原因分析報告書に記載されているものが人工呼吸と気管挿管になりますので、こちらの

２つのみを抽出して集計していることになります。 

○飛彈委員 

 ありがとうございます。恐らく、ＤＰＣの件数上の新生児蘇生はアプガースコアとすご

くリンクしているので、例えば蘇生初期処置とかをやって、それでアプガースコアが上が

った場合は、現状ではもしかしたら蘇生処置しなかったという評価になるのかもしれない。

だから、人工呼吸が確かに蘇生ではすごく大事なんですけれども、それまでのきちんとし

た初期処置をやったことによってもしかしたら人工呼吸をしなくてもよかったということ

になるのかもしれないので、最初の１分のところの観察は、もしかしたらこういうデータ

にすごく載りにくいところなのかもしれない。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。新生児蘇生のところ、これは胸骨圧迫が入っていないというこ

とと、飛彈委員がおっしゃるのは刺激とか、そういったことですか。 

○飛彈委員 

 そうですね。なので、最初もしかしてすごくぐったりした状態でいても、そこで吸引、

刺激して、しっかりとした体位を取ったときに、もしかしたら１分値のアプガースコアが

上がっていて、蘇生をしたということにならないかもしれないんですよね。あとは、自分

たちの施設でも、例えば最初大丈夫そうだと思って見ていても、後からちょっと崩れてき

たときに、実はアプガースコアの評価をする時間を過ぎてから介入が必要になることもあ

るんですよ。なので、新生児蘇生を見ていただいたときに、やはりそういう限界もあるの

かなと思っています。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。その辺りは結局原因分析報告書から拾っているということにな

りますよね、やったかどうかは。 

○事務局 

 失礼いたします。そのデータとしましては、原因分析報告書で実施の新生児蘇生につい
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て生後２０分のところまでデータがございますが、周産期登録データに基本的に合わせて

今回集計しておりますので、そちらのほうでは何分に何を実施したのかといった情報がな

いため、集計できない状況です。 

○木村委員長 

 逆にデータベースに、それがために少し詳細なことがうまく出ていないというようなこ

とでございますので、少しここは割り引いて考えなければいけない可能性はあります。な

かなか統計というか、データベースが結局、いつも言っていますように、若い者が押し付

けられて書いているという現状では、なかなかいいことがきっちりとした形で残らないと

いう問題はどうしてもありますので、ある程度限界はあるのですが。 

 ですから、今回も全ての面で限界があることは少し記載して、特に集計等でもう少し色々

な集計をしないと分からないことが多いようなことは、これは表の一番最後のところで少

し記載しておいたほうがいいかなと。注でもいいですので、ずっとずらずらと表が並んで

いまして、１８ページの最後４行目ぐらいに少しブランクがありますが、ここでこの表の

限界が……、表の限界は「はじめに」のところでも書いているんですけれども、表の最後

のところにちょっと書かせていただいておいたほうが、限界があることは述べたほうがい

いのではないかと。この表全体にですね。そういったような形でよろしいでしょうか。 

 ちょっとこれは、確かにこれだけで絶対これだということはよろしくないと思いますの

で、そういう限界についても書いておくことが、先ほど勝村委員にご指摘いただいたよう

なご意見もありますので、そういうような形で記載いただければと思います。ただ、一回

こういった形でやってみたというふうな方向でいきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。そうしたら次のところですね、１５番からです。 

○事務局 

 資料２の１５番、１６番で、そこはご意見になりますが、周産期登録データの入力施設

に関してご意見をいただきまして、資料３の２０ページ５行目に、病院のみに限ったデー

タではないとして本文の表現を修正しております。 

 資料２の１７番から２０番は、産科医療関係者に対する提言についてご意見をいただき

まして、結果に基づいた記載になりますよう、考察までの書きぶりや構成を整理したほか、

今回の分析に沿った書きぶりへ修正しております。 

 さらに、２１番から２３番では、国や地方自治体に対する要望に関して修正を行いまし

た。資料３の２１ページから２２ページに提言案を掲載しておりますのでご確認ください。
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特に、国、地方自治体に対する要望では、再発防止報告書等における過去の提言案と表現

を揃え、学会、職能団体への支援を要望するような書きぶりとさせていただきました。  

○木村委員長 

 ありがとうございました。考察ですね、考察のところ色々細かく書いてくれているのと、

それからこの提言ですね、提言は特に常位胎盤早期剝離が非常に前は目立ちまして、その

時に、前の時、胎児母体間輸血症候群か何かそんなのが出てきていて、いきなりそれが出

てきていたのはなぜなのかという感じがしたのですが、少しこの背景を列記していただい

たというところでございます。何かご意見。金山委員、お願いします。 

○金山委員 

 考察のところで２段目の表２０、「子宮収縮薬を使用していない事例について検討した

結果（表２０）」とありますけれども、資料３－参考、表２０として上げるのは非常に私

も賛成なんですけれども、何かサマライズしたものをここにもちょっと入れて、その後に

常位胎盤早期剝離や臍帯脱出となるという流れにしたほうが、せっかくの資料、表２０で

強調したい内容に気がつかないで終わってしまうような気がするので、この表の部分にし

っかりしたものを入れたほうがいいと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。例えば、この項目が、初産婦・経産婦、胎児心拍異常あり、緊

急帝王切開術、この表のところですか。 

○金山委員 

 先ほど先生が議論されたような新生児の蘇生のありなしを含めて、一、二行で、二、三

行でもいいですので何か分かりやすくしたほうが、せっかくの表２０の意味がなくならず

に済むかと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。ちょっとそうしたらそれは事務局で、要は常位胎盤早期剝離や

臍帯脱出が多いということをどこから導き出したんだというふうなことがちょっと分かる

ような文言を表２０の前か後かにちょっとつけていただいたら分かりやすいかなと思いま

すので、それを付けることによって表２０をもう一回見直してもらえるというふうな形が

いいと思います。ありがとうございます。 

○事務局 

 ありがとうございます。 
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○木村委員長 

 何かちょっと文章を考えてください。お願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 

改めて補足の最初の六、七行を読むんですけれども、子宮収縮薬を使用することがいい

のか悪いのかという土俵で議論を一般の社会でする人がいるのは避けられないかもですが、

僕らは避けたほうがいいと思いますし、僕は避けたいと思っていて、こういう場では。 

 子宮収縮薬がいいのか悪いのかという議論の土俵にはそもそも乗りたくないので。子宮

収縮薬を正しく使っていけるようにするために再発防止委員会があるし原因分析報告書も

書いてくれていると思っていて、子宮収縮薬を正しく使う使わないという土俵はどうでも

よくて、使用すること自体がどうなのかなんていう統計は、僕は意味がないと思っている

から、そういう土俵には乗りたくないと思っていて。 

 書きたいその理由は、書こうとされていることを否定するわけじゃないんですけれども、

子宮収縮薬を使用すること自体がいいか悪いかということを検討したような形になるのは、

僕はそんな検討の土俵には乗りたくないので。そこは科学的じゃないと思う。それはちょ

っと文面的に避けてほしいなという気がする。 

 子宮収縮薬の使い方を僕らは正しく使ってほしいという観点で原因分析委員会も指摘し

てくれているわけで、僕らはそれを再発防止につなげていき、そういう指摘がなくなって

いくことが、年々進んでいくことがこの再発防止の意義だと思うので、子宮収縮薬自体を、

使うか使わないかでどっちがいいかということを分析しました、みたいに読めてしまう感

じがするので、そういう感じの論点自体に僕はちょっと乗りたくないという気がするので。

そういうふうに読める感じがあるので、何か修文していただけるとありがたいなという気

がいたします。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。とりあえず、一つ明らかなのは、子宮収縮薬の使用と脳性麻痺

の補償対象事例になったことの関係が基本ない。あくまで使い方であるということが一番

大事なメッセージかなと思います。その中には頻収縮というのは一つの指標。おっしゃる

通り、これは中身を見ていませんので、結論が出せるというものではなくて、指標の一つ

にしかならないということになります。 

 実は子宮収縮薬の使い方といっても、オキシトシンの使い方なんかを見ていると、ロー
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ドーズとハイドーズでどちらがいいかなんていう議論は本当に度々されていて、異常時の

オキシトシンの使用にも全面的に……、まあ製薬会社さんの文書で高容量を禁止している

わけですが。それが本当に正しいのかどうかということの検証すらしていないわけですね。

実は最終的にはそれを検証している論文もたくさんあるんですけれども。 

 そういったことも含めると、まずその第一歩としては、要は使い方の問題であると。使

うとしたらですね。使うとしたら使い方の問題であることと、それから使う使わないとい

うことと結論とあまり関係ないということになる。勝村委員がおっしゃるところと多分一

緒だと思うのですけれども、使う使わないとその後が関係ないわけですね。使う使わない

ということよりも、使い方の問題であるということが一番の今回のメッセージになるのか

なと思うわけです。ですからその辺りの、もう一度、多い少ないというだけではないとい

うようなことをうまく一言入れてもらうぐらいでもいいのかなという気はいたしますし、

その使う頻度が高いから脳性麻痺が起こっているんだということは絶対違うし。 

○勝村委員 

 いいですか、すいません。 

○木村委員長 

 どうぞ。 

○勝村委員 

 やっぱりついつい、色々な人が子宮収縮薬がいいのか悪いのかみたいなことを言う人が

いるので、そんな話ではないと僕はずっと言い続けてきているので、何か少しその土俵に

乗ってしまっている感じが、特に、したがって、からの後のところから、僕らはそういう

感じでは議論していないと思うし、子宮収縮薬はそもそもいいのか悪いのかみたいな、そ

んなのは、僕は全く意味がない議論だと思って。子宮収縮薬を正しく使っていない事例と

いうことがちょっと事故に影響しているんじゃないかと思うと、原因分析で指摘されてい

るようなことを減らしていこうということを言っているだけのことなので、それ以外のこ

とを何か再発防止委員会で議論するのは、僕は逆に変だと思って。 

 色々なことが見えてこないかなということで、今回データベースで比較しているわけで、

こういうことをするための比較だとしたら、僕はそんな土俵は意味がないと思う。僕がそ

んな議論をしては駄目だと色々な人に言ってきた議論をここでしてしまっているような感

じがして。全く意味がないと思うんですよ。子宮収縮薬自体がどうかなんていう議論は。 

○木村委員長 
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 いや、おっしゃる通りで、子宮収縮薬自体がどうこうじゃないです。要るから使うんで

す。要らなかったら使わない。それだけの話。 

○勝村委員 

 いや、僕らがここで子宮収縮薬のことをテーマに上げているのは、やっぱり正しく使え

ていること云々がどんなふうによりきちんとしていけるのかという観点で、使い方に問題

があったり、さらに使い方で何か示唆されているものが見えてきたりとかという観点で僕

はデータベースを見ていると思っていたので。そういう視点で見ていますよということを

表現できる文面にしてほしい。 

○木村委員長 

 要は、補償対象事例になった事案が、子宮収縮薬そのものがリスク因子ではない。子宮

収縮薬そのものがリスク因子ではなくて、その使い方の問題であることが今回フォーカス

されたということであろうと思うんですね。 

○勝村委員 

 いや、そのためにやっていたとしたら、僕はそんなことは当たり前なので。 

○木村委員長 

 いやいや、それが当たり前じゃないんです。それは、当たり前じゃない。今の産科の現

場がどれだけその議論でプレッシャーがかかっているか。帝王切開ばかりになりますよ。

その世界でいいんだったらそれでいいですけれども、今、本当にそういうメンタリティー

になっているんですよ。 

○勝村委員 

 だから、そういうことだとしたら、もうちょっとそのことを率直に書かれたらいいんじ

ゃないですか。そのレベルの議論の必要性を現場で感じておられるということに関しては、

それを否定するつもりはないし、その発言なり発信なりはなるほどと、非常に実感されて

おられるならされたらいいと思うんですけれども。 

 再発防止委員会の仕事としては、僕は色々な分析をしていく意味では、やっぱり子宮収

縮薬そのものが使いやすい使いにくいとかという議論から、より中身の議論とガイドライ

ンになってきて、必要な時に使っても一部から必要ないという声があることをやっぱり整

理していく場、この委員会までその土俵に乗ってしまうことが、もうちょっと何かどうな

のかと思うんですけれども。 

○木村委員長 
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 おっしゃる通りです。勝村委員がおっしゃってくださっていることはよく分かりますの

で、それを少し意思を出させてもらって良いのであれば出したいと思いますが。今、やは

り現場の医師から聞くのは、それこそもうちょっと陣痛つけないと出ないよねというよう

なことで、子宮収縮薬を使いましょうといったときに拒否されるんですね。危ないから嫌

だと、もう頭ごなしに拒否される現状は結構あります。僕が現場をやっていたときも既に

そういったことで。申し訳ない、２０年前ぐらいが最後で、ちょっと偉そうなことは言え

ないんですけれども、現場をやっている頃も結構それはありました。 

 やっぱりその動きは一回それをリセットしないと、以前はどんどんいけみたいな感じで

何でも使えた時代があったことも確かにそうなので、それから使い方も非常によろしくな

い使い方が横行していた時代があったこともまた事実でしょうし。それと今とはちょっと

違うのに、その時代のメンタリティーが残っているんです。それは非常に残っています。

だからそれを、こういったデータでやっぱりちょっと違いますよということで発信しない

といけない。 

○勝村委員 

 分かりました。木村委員長のお気持ちと木村委員長の現状認識はよく分かったんですけ

れども、再発防止委員会の報告書に、そのことを書き込んでもらうのは困るとはもちろん

思わないんですけれども、木村委員長が最後おっしゃったことが、そこのうまいことバラ

ンスというか、要は、僕らはやっぱり本来はこういう議論をしているんだけれども、逆に

そういう冷静な議論をしているだけでは社会に誤解されることがあるからこういうことも

言っておきたいという趣旨で、書かれることを否定することではないですけれども、あく

までも再発防止委員会としては子宮収縮薬そのものがどうということではなく、一つ一つ

丁寧に見ていくということだけにすぎないと思うので、必要な時には使うわけだし、必要

がなければ使わないということで、薬でも何でも全部そうだと思うので、そういうところ

を丁寧にやってきて、ガイドラインなり色々な原因分析報告書なりがたまってきて、一番

ベストというか、いい形にまとめていくんだと思って。おっしゃるように木村委員長が逆

に気にされる議論も僕はもちろん、僕にとってもそういう議論は嫌なので、誘発というの

は嫌ですとか、子宮収縮薬というもの自体を使うのが嫌ですとか、僕はそんなつもりは全

くないので、冷静な議論をしていきましょうということのリーダーシップを取っていきた

いと思っているという部分もどこかに書き込んでほしいという思いです。 

○木村委員長 
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 ありがとうございます。それはおっしゃる通りなので、その辺りを少しうまくこの考察

の最初の辺りにぜひ加えさせていただきたいと思います。この形で、頻度の高い低いだけ

の問題ではないですが、ただどこかで一回くびきは解かないといけないと。変なくびきが

あるんですね。それだと解けそうだということでの今回の結論だと思います。もっと使え

という気もないし、必要ないときに使えという気もないし。ただ、要るときには使ってい

るという現状があるということは確かだろうと思いますし、そういう現状をきちんと知っ

てもらうことはこれからも必要かなとは思っています。 

 ということで、そこは少し文章をまた修正して、そしてまた委員の先生方に、これはメ

ール審議になりますね。メール審議でまたメールを回させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 他にこの考察あるいは提言のところで何かご意見はございますでしょうか。 

○事務局 

 今の勝村委員のお話をお伺いすると、この考察を見ると、あたかも子宮収縮薬ありなし

でこういう分析をした結果、子宮収縮薬と脳性麻痺は関係ないと言っているように見える

ということでしょうか。過去の報告書では、子宮収縮薬を使用する際は適切な用法用量で

使用しましょうねという提言をしましたが、脳性麻痺事例だけをみて提言をすることがミ

スリードにつながりかねないといったご意見も頂戴しました。それらを受けて、数も増え

てきたので症例対照研究をしましょうといった経緯を「はじめに」には書いていますが、

そのようなことを考察にも丁寧に記載させていただきますがいかがでしょうか。 

○木村委員長 

考察の対象にも、繰り返しにはなりますので、ちょっと入れて。 

○事務局 

 はい。      

○木村委員長 

 それを受けたということでいかがでしょうか。 

○事務局 

 はい。またメール審議のほうでご確認をお願いします。 

○木村委員長 

 よろしくお願いします。少し一度、方針を考えてみましょう。 

 他に何か。提言も特にレジストリに関しては、本当にこれは何とかしたいのですが、何
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ともならないというのが今の現状でもありますし、これは市塚委員どうしたらいいんでし

ょうね。このレジストリに関しては。 

○市塚委員 

 レジストリというのは、この周産期登録データの。 

○木村委員長 

 このデータベースですね。 

○市塚委員 

 周産期登録データベースですね。 

○木村委員長 

 周産期登録データ、こういう脳性麻痺が起こってしまった事例も含めて、何か統一され

たデータがあって、何かそういう問題点みたいなものがきちんと浮き彫りになってくるよ

うなシステムが日本にはないですよね。 

○市塚委員 

 そうですね、なかなか難しいかなと思うんですよね。今度２５年からまた、ご存じだと

思いますけれども、周産期登録データベースは若干変更が加えられるということがありま

す。それを拝見しましたけれども、先生が上げるような、課題が叶うような内容には２５

年度もなっていない現状がありますので。やはりこちらのほうから、再発防止委員会から

周産期委員会のほうにこういったところを比較できるようなレジストリ方法がないかどう

かを少し申し入れるのはありなのかもしれないと思います。 

○木村委員長 

 実際に、いつものことですが入れる手間の問題が非常にあって、これは恐らく新生児の

レジストリでも一緒だと思うんですけれども、レジストリを作れば作るほど、幾らでも細

かいことは聞きたいことはいっぱいあるのですが、結局みんな記入するのが大変なんです

よね。もうそれに誰が入力するんだという問題がいつも起こってしまうのがこの問題の一

番難しいところで、公衆衛生の先生方が後で苦労されながら拾っていくというようなこと

が現実には起こってしまうということなので。 

 一回こういう提言はきちっとしておくのはいいことだと思いますし、この後でまた今回、

ちょっと色々妊産婦側とは連絡は取っていただいているようではありますが、またこうい

ったような情報が分かればもっといいものになることが今回分かりましたみたいな、この

報告書が出た後でまたこちらも一回出していただいてもいいかなと思いますので、またそ



 -39- 

の時には一度先生方のお知恵も拝借いたしまして、どういった情報が要るかということは

またお聞きしたいと思います。 

 鮎澤委員、お願いいたします。 

○鮎澤委員 

 私、この大規模データベース、決して今ないわけではなくて、周産期の大規模データベ

ースはあるのだということもきちんと書いて、そういったものを視点に入れながら、さら

に整備していきましょうという書きぶりにしていただいたのは、本当にもう納得できる文

章にしていただいたなと思っています。 

 その上で、３）の国・地方自治体に対する要望が、ここはこれまでの提言と整合したと

いうふうにご説明がありましたけれども、学会・職能団体だけへの支援でよろしいですか。

今、データを提供することに対するインセンティブがあるかどうかは分かりませんけれど

も、色々な可能性がある中で、学会・職能団体だけじゃなくても、色々な支援の仕方を検

討していただきたいという思いもありまして。入力に対するインセンティブまで書かなく

てもいいかと思ったりはするのですけれども、いかがでしょう。 

○木村委員長 

 いかがでしょうか。一応それは一言入れていただいてもいいですよね。本当のことを言

って、入れたらいつからかの話になるんだと思うんですけれども。やっぱり手弁当でとい

うことはちょっともう限界ですけれども、恐らく新生児はＮＩＣＵなどの情報をデータベ

ースとして持っていたと思いますが。 

○飛彈委員 

 飛彈でございます。 

新生児のほうのデータベースは基本的には新生児医療ネットワークのデータベースで多分、

極低出生体重児に限られていまして、それに参加している施設も限られているんです。今

の鮎澤委員の発言を受けて感じていることは、やはり今、木村委員長が言われたように、

手弁当で入れるのは限界がありますので、電子カルテのレベルから抽出できるような、そ

ういう本当にそれこそ国が力を出さなければできないような、そういうシステムをきちん

とつくっていかないと本当のデータベースの構築は厳しいのではないかなと思っておりま

して。 

 電子カルテ自体がもう本当にベンダーさんによって全然違うので、例えば今、恐らく産

科のほうは周産期の管理の部門システムを使っているところで、新生児のほうにおいては
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集中治療の部門システムを使っているところで、電子カルテに入力をしたデータがうまく

そういうところから、入力しているその元のところから抽出できるようなそういうものも

ちょっと考えていただかないと、これ以上、医療をよくしていくための大規模なデータが

得られていくのはちょっともう難しいんじゃないかなと感じているところです。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。例えばここに、目指すに当た

り、電子カルテからの情報収集、積極的な情報収集等とか、何か一言入れるといいのでは。

うまくやっているのは北欧でしょう。 

○鮎澤委員 

 こちらの参考文献のところに、スウェーデンでしたっけ。 

○木村委員長 

 そうです。 

○鮎澤委員 

 それは２０１１年ですよね。 

○木村委員長 

 はい。 

○鮎澤委員 

 私はこの論文を読んでないので分からないのですけれども。少なくともこんな昔からそ

ういう実績があったと。ここでそれを記載されているということは、それなりの意義を持

たせようとされているのだと思います。データの活用に関する議論を病院の中でもしてい

るのですが、色々なことをやろうと思えばできる時代に、入力方法をどうするかというこ

とを考えていかなければならないと改めて今思っています。ここからどのような提言をす

るのがふさわしいのかといった検討は必要なのでしょうけれども、できればしていただき

たいと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。 

○金山委員 

 金山です。 

○木村委員長 

 お願いします。 
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○金山委員 

 国を動かすためには、やっぱり行政だけじゃなくて、国会議員を動かすのが一番早いと

思いますので、そういうルートは非常に考えてもいいと思うんです。 

○木村委員長 

 スウェーデンなんかは大阪府ぐらいなんですね、人口が。ちょうど９００万ぐらいなの

で、手頃といったら手頃。日本の１０分の１ぐらいのスケールになるので手頃といったら

手頃で、ただシステマチックですね。スウェーデン、ノルウェー、フィンランド。体外受

精でもほとんどシステマチックなレベルでやられていると思うんです。もう少し踏み込ん

で、例えば３）の国・地方自治体に関する要望とちょっと書いていって。出生数がここま

で減ってきますと、やっぱりかなり踏み込んでいかないと、顔向けできないというか、そ

ういった将来に向けて少し思い切って言うようにしていいかなと思います。 

 田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 

 今の鮎澤委員のご意見も含めてですけれども、医者がこういうデータベースに入力する

負担ということが今の時代働き方改革などにより、なおさらできない状況なので、何とか

医師の負担軽減をするような人的な補償とかＡＩを利用したという、やっぱり医師の負担

軽減についても少し具体的に書き込んでいただいたほうが、今後の発展性を考えると重要

なことかと思いましたが、いかがでしょうか。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。そういった内容も含めて、ここの最後のところはもうちょっと

膨らませてみましょう。鮎澤委員、お願いします。 

○鮎澤委員 

 よろしいですか。多分これは産科医療、ここのデータベースだけの話ではなくて、日本

の医療のデータベースができるのかという話につながる話で、みんなで発言していくのが

いい、恐らく機会あるごとに訴えていくことが大切ではないかと思います。その第一歩を

この中でも目指していこうとするわけですよね。 

○木村委員長 

 これからも人の力に頼るようなことをしていたら多分世の中は回らないので、考えない

といけないというようなニュアンスも。勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 
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 僕らは患者側の団体から国に対して、医療ＤＸと言っているけれどもあれはベンダーの

ためのものにしか見えない、本当に患者のためになるような医療ＤＸを今こそきちんと医

療でやってほしいという要望を書いて出したりしている。みなさんのご意見に賛成で、国

に対してきちんと患者のために、言えば医療のためになるデータベースをきちんと出して

ほしいというのは、本当に社会の課題ですので、医療ＤＸのタイミングでそこはどんどん

社会が動いているタイミングで、患者のためにという思いを反映してほしいと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。ぜひそういう形での文章を作っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。厚生労働省に直接流すと資金がないと返ってくるだけなので、

国全体の動きとしてやはりやっていけるというか、何かそれによって、つまりデータベー

スが、変な話ですけれども、いいようにつながることと、それをうまく回すためにはやっ

ぱりちょっとお金につながるというふうな仕組みも考えないと多分うまくいかないんだろ

うなと、この国ではうまくいかないだろうなということは危惧しながら、色々な動きを拝

見しています。少し今の意見などを踏まえて、もう少し最後のところに盛り込んでみまし

ょう。よろしくお願いいたします。 

 この項目に関して、子宮収縮薬のところに関しましては何か他にございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

○市塚委員 

 ちょっとよろしいでしょうか。すごく今の議論とは全然関連がないところですが、今回

は単胎かつ分娩時妊娠週数３７週以降４２週未満の症例が今回の対象になっているという

理解なんですけれども、９ページの分析対象事例における背景、表３なんですけれども、

出生体重で、３７週以降で１,０００グラム未満が、周産期登録データ事例群で７９例ある

んですけれども、３７週以降で１,０００グラム未満だったのかなと。ちょっと単純に疑問

に思ったので、これはどうなっているのかなという意見です。 

○事務局 

 事務局より失礼いたします。 

 こちらにつきましても事務局内で定義をしたのですが、データとしてそこに存在してし

まっているので、これをエラーデータとすべきかどうかといったところについて、ご相談

させていただいたりもしたのですが、我々なかなか中まで見れませんので、ここは入れ込

むこととさせていただきました。 



 -43- 

○市塚委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○木村委員長 

 病的ですよね。どうしても極端な事例をどう処理するのか難しいところ。 

○市塚委員 

 極端なデータもエラーとして考えるのがエラーデータというか、そういうものもありな

のかなと思っちゃいましたが。それを今から集計で見直すのは大変なことになるので、今

回は理解いたしました。ありがとうございます。 

○木村委員長 

 ２０万のうちの８０ですので、まあまあ、割と大きな影響にはなっていないのですが、

確かに表を一つ一つ丁寧に眺めると疑義がでてくるのは当然かなと思います。ちょっと今

回はそういう形で、むしろ消さなかったというのが実情だそうでございます。よろしいで

しょうか。 

○市塚委員 

 もう一つだけよろしいでしょうか。すみません、細かくて。 

○木村委員長 

 お願いします。 

○市塚委員 

 考察のところには書いてあるのですが、これまでの委員の先生のご意見一覧にも度々出

てきたことなのですが、今回、コントロールが周産期登録データで、そもそも、この周産

期登録データベースに登録している施設の７割ぐらいが周産期センターとなっているので、

入り口がちょっと異なることは委員会で度々出ていることだと思うんです。これまでもワ

ーキンググループの中で周産期登録データベースを対照としてやった研究がずらっとあり

ますよと。その中のリミテーションのところに必ず今のお話が載っているので、今回せっ

かく２０ページにデータの制約を書いているので、もうちょっと、周産期登録データベー

スの特性を、繰り返しにはなってしまうのですけれども、入れておいたほうがいいのかな

とちょっとここで思ったので、ご検討いただければと思います。 

○木村委員長 

 なるほど。確かにこれはどの程度の施設が、確かに７割は大きい。先生、それはどこか

にもう出ていますか。 
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○市塚委員 

 これはあります。日本産科婦人科学会のホームページを見ると、何年時点でこの登録施

設……。 

○木村委員長 

 その施設数がどれぐらいの割合というのが出ている。それを見ていただいて。それは出

しましょう、ぜひ。それは日本産科婦人科学会のホームページを引用してもいいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 他よろしいでしょうか。ありがとうございます。ではまずこれで今いただいた意見を中

心にして、一度また修文あるいは文章の確認を行いまして、それでまたメール審議をさせ

ていただきたいと思います。色々ご意見をいただきましてありがとうございました。 

 それでは続きまして、再発防止に関する報告書の２０２５年度の再発防止委員会につい

ての審議事項、来年度ですね、もう年が変わったというのもあると思いますので、では来

年度のお話をお願いいたします。 

○事務局 

 ２０２５年度の再発防止委員会における審議事項についてご説明させていただきます。 

 本体資料、資料４をお手元にご準備ください。２０２５年度の再発防止委員会では、２

０２４年度の委員会でご審議いただいた「第４章 産科医療の質の向上への取組みの動向」

および「資料 分析対象事例の概況」の改訂内容の反映に加え、引き続き「資料 分析対

象事例の概況」に保留とされた一部集計表および脳性発症の原因に関する表の改訂を予定

しております。また、２０２５年１０月には産科医療補償制度ネットワークシステムのリ

リースが予定されており、新しいシステムを利用した委員会の運用が開始となる予定です。

 これらのことを踏まえまして、効果的な委員会審議を実現するため、２０２５年度の再

発防止委員会の開催時期や審議内容等についてご審議いただきたく存じます。資料４「１．

２０２５年度の再発防止委員会における審議事項」について説明いたします。まず大分類

として再発防止に関する報告書について説明いたします。「第３章 テーマに沿った分析」

につきましては、２０２４年度の委員会審議にもとづき、吸引娩出術について、産科医療

の質の向上を図るための指摘があった項目や診療録等の記載について産科医療の質の向上

を図るための事例を分析する「吸引娩出術に関する分析、診療録等の記載を踏まえて」と

２０２６年度発行の第１７回再発防止に関する報告書に向けて、これまでの委員会審議に

もとづき、分析テーマや分析内容を検討する案としております。「第４章 産科医療の質
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の向上への取組みの動向」につきましては、冒頭にてご説明させていただきました、２０

２４年度の委員会審議にもとづいた改訂内容の反映およびグラフや付録、章全体の構成等

の改訂を検討しております。「資料 分析対象事例の概況」につきましては、２０２４年

度の委員会審議で保留とされた一部集計表および、現在ご審議いただいております、脳性

発症の原因に関する集計表の改訂内容について、引き続きご審議いただきたく存じます。

委員会審議内容の案は以上でございまして、続きまして、周知活動につきまして説明させ

ていただきます。資料４の２ページ目、周知活動につきましては、２０２４年度の委員会

でご承認いただきました周知活動を継続し、また２０２４年度でご意見をいただいており

ました、臨床現場における再発防止に関する発行物の利活用等、これまでの周知活動に対

する効果検証を検討しております。こちらの内容につきましては次回委員会にて活動内容

案をご提示させていただきたく存じます。 

２０２５年度の再発防止委員会の審議事項等の案は以上であり、ただいま説明いたしま

した審議事項等の案を踏まえた２０２５年度の委員会開催時期と審議概要案につきまして、

資料４の２ページ目に記載いたしました。なお、今年度末に発行予定であった「第１５回

再発防止に関する報告書」の発行が２０２５年５月、記者会見が６月に後ろ倒しになった

ことから、例年４月に開催していた、テーマ設定の際の公開委員会を７月の開催とさせて

いただきたく存じます。説明は以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。ちょっとそのテーマ設定を遅らせるということですね。そう

いう日程で進めたいということでございます。本体資料の４ページ、今後のスケジュール

ということでここに書かれておりますが。この４月の第１０３回の委員会は一応のテーマ

設定のことをやるわけですかね。この本体資料の。 

○事務局 

 本体資料の４ページは、脳性麻痺の発症の原因についての今後のスケジュールで。 

○木村委員長 

 原因についてのところなんですか。 

○事務局 

 で、ございます。そうです。 

○木村委員長 

 はい。では、テーマ設定はまた別のところでやる？ 
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○事務局 

 第３章の。 

○木村委員長 

 第３章で。 

○事務局 

 そうです。テーマ設定自体は４月の非公開の委員会でご審議とさせていただく予定です。 

○木村委員長 

 そこで一応やるということですか。 

○事務局 

 そうです。 

○木村委員長 

 分かりました。一応こういう計画でやろうということでございます。何かございますで

しょうか。あとはまた、ネットワークシステムが色々な資料をうまくファイル交換できる

かというところ、楽しみにしておりますが、なかなかファイル交換は難しいかもしれませ

んが。一応予定はこういった形でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それから、次が再発防止に関する報告書の中で、「資料 分析対象事例の概況」のとこ

ろ、Ⅲ番の脳性麻痺発症の原因についてということで、こちらも事務局からご説明をお願

いいたします。 

○事務局 

 「資料 対象事例の概況 Ⅲ.脳性麻痺発症の原因」についてご説明いたします。資料は

本体資料、資料５、資料６、資料６－参考１、資料６－参考２をお手元にご準備ください。

資料５は前回の委員会にていただいたご意見の一覧、資料６は「脳性麻痺発症の原因につ

いて」の改訂案でございます。 

 本体資料、３ページ下段、１つ目と２つ目の丸に概要を記載してございます。前回委員

会では２０２５年度末に発行予定の第１６回再発防止報告書における改訂に向けて整理い

たしました、脳性麻痺発症の原因に関するデータの集計方法および報告書の掲載案につい

てご審議いただきました。また、前回委員会後には小児神経専門医の客員研究員からも頭

部画像所見の分類に関する内容を中心とした意見をいただいております。前回委員会にて

いた頂戴しましたご意見を踏まえ、改訂案を修正した上で、データの整理が完了しました

事例６４３件の集計を行いましたので、ご確認の上、ご審議いただきたく存じます。なお、
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前回委員会では、４０８件の集計結果をご確認いただいておりますので、今回は２３５件

のデータを追加しております。 

 続きまして、今後のスケジュールについてご説明いたします。本体資料３つ目と４つ目

の丸および４ページ、参考のスケジュール表をご覧ください。次回委員会では、本日の委

員会にて頂戴したご意見を反映し、追加集計を行った掲載案をご確認いただいた上で、第

１６回再発防止報告書の掲載内容を決定いただければと考えております。第１０４回委員

会につきましては公開委員会となりますが、本項目はこれまで公表していない新しいデー

タとなりますので、審議は行わない予定としております。その後、第１０５回委員会まで

の間に、本改訂の方向性について原因分析委員会へご報告することを予定しております。

８月頃を目途にメール審議にて改訂案の最終確認をお願いする予定としております。 

 では、資料５に沿って資料６での対応等についてご説明いたします。 

 １番は、改訂案の「産科的事象あり」は推測的なものも含んだ割合であることを説明し

たほうがよいとのご意見でございます。資料６、２ページ、注１１をご覧ください。ご意

見を踏まえ、「産科的事象」の注釈に、原因分析報告書において主たる原因とされている

すべての項目を、脳性麻痺発症の原因としての関与のレベルにかかわらず集計している旨

を追記いたしました。原因分析報告書における「脳性麻痺発症の主たる原因」につきまし

ては資料６－参考２の表をご参照ください。 

 ２番から９番は、頭部画像所見に関するご意見でございます。資料６、１ページ、注２

を併せてご覧ください。分析対象事例における頭部画像データの有無や撮影時期が分かり

にくいとのご意見をいただきましたので、全事例において頭部画像データが存在する旨、

撮影時期は事例により異なる旨を追記いたしました。また、資料６、１ページの頭部画像

所見の一番右の項目名につきまして、前回委員会資料では「なし」としていたものを「所

見なし」へと修正いたしました。そちらに併せまして２ページ、注９をご覧ください。頭

部画像所見の「所見なし」につきまして、重度の運動障害に関連すると考えられる所見が

ないものである旨を説明しております。 

 資料５、２ページに進んでいただきまして、１０番は頭部画像データの撮影時期に関す

るご意見でございます。撮影時期により所見に影響が生じ得ることを考慮しなくてよいか

といったご意見ですが、頭部画像所見につきまして、原因分析報告書には、原則として補

償対象の審査時の所見が記載されており、各事例の撮影時期が異なります。そのため、 

そのため資料６の改訂案では、脳性麻痺発症の原因として記載された所見を集計している
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他、重度運動障害への関与度合いを考慮し、１事例につき１項目を集計していますので、

撮影時期の違いによる影響は考慮しなくてよいと整理しております。資料５、３ページ、

参考の図も併せてご覧ください。こちらでは資料６の改訂案における頭部画像所見の整理

を示しておりまして、一番左、濃いグレーの項目が集計表における頭部画像所見の項目、

その右の薄いグレーの項目はそれぞれの内訳でございます。同一事例において、複数の所

見が記載されていた場合、こちらの矢印、関与度合いが最も高い１項目のみを集計してお

ります。なお、こちらは小児神経専門医の客員研究員にご相談した上で整理いたしました。 

 続きまして、１１番から１４番につきまして、前回委員会にてご提示しておりました表

タイトルの「脳性麻痺発症の主たる原因」の表現に関するご意見でございます。    

 頂戴したしたご意見を踏まえまして、表のタイトルを「脳性麻痺発症の原因」といたし

ました。また、改訂案では原則として原因分析報告書における整理に合わせた表現をして

おりますため、先ほどもご説明いたしました通り、原因分析報告書において「脳性麻痺発

症の主たる原因」に当たるものは全て集計している旨を資料６、２ページ、注１１にて説

明しております。 

 資料５、３ページに進んでいただきまして、１５番、１６番は、それぞれの産科的事象

の合計数を示してほしいといった旨のご意見でございます。ご意見を踏まえまして、改訂

案の一番右に合計列を設けました。先ほどご説明しました通り、頭部画像所見につきまし

ては１事例につき１項目を集計する整理としましたので、頭部画像所見間において重複の

ない集計となっております。ご説明は以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。確認ですが、これは今度の第１５回報告書にはならない。その

次からですね。 

○事務局 

 はい、次の報告書の第１６回報告書の予定です。 

○木村委員長 

 それから載せようということで、今までの脳性麻痺の主たる発症した原因についてとい

うところを改変して、頭部画像所見を項目化させたということです。少し情報が詳しくな

ったということでございます。これは次の段階でまた２０２５年版に載せるとしたら、ち

ょっとまた事例数が増えたり、変わってくるんですね。ただ、大きな傾向としては変わら

ない。これ、小児の先生から、飛彈委員、これはリーズナブルですか。この分類とかそう
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いうもの。 

○飛彈委員 

 ありがとうございます。資料５の３ページ目の参考のところは非常によく分かるのでい

いと思うんですけれども、ただ、資料６の表の注の３、４、５、６を読むと、低酸素性虚

血性脳症の中に包含されている病的な所見は結構広いんだなということが分かり、イメー

ジ的には低酸素性虚血性脳症とついている人は結構実は色々な所見が入っているだろうと

いう感じになるんだと思うんですね。なので今、１事例につき１所見を書きますとおっし

ゃってくださったので、ああそういうことなんだとよく分かったんですけれども、ちょっ

とこの注のところを私たちはよく読まないと若干誤解してしまうかもしれないなとは思い

ます。 

○木村委員長 

 むしろ、参考のこの図があったほうがいいという感じですか。 

○飛彈委員 

 そうですね。これが多分あったほうが、この注のところの所見のところの注意書きです

ね、この文字で細かく書かれているよりも、この表、この参考の図がぱっと分かりやすい

気はします。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。また少しそれは掲載の時に一度ご検討ください。確かにぐちゃ

ぐちゃと書かれるよりも、こういう図が書かれたほうが分かりやすいかもしれません。あ

りがとうございました。 

 他にご意見はいかがでしょうか。これからちょっと間がありますので、またこれは色々

なご意見をいただけるかと思います。確かに勝村委員がいつもおっしゃる、主たる原因と

は何かというところは問題にはなると思うんですけれども、ただ、画像といいますと、画

像の所見が、逆に所見なしということがどんなものなのか、ほぼ分かっていますので、ど

ういった状態の記載だったのかということは分かってきます。これはこれも有意義なまと

め方かなというふうに思います。また、色々ご意見をいただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 そうしたら、次が２０２４年度の再発防止に関する発行物の周知活動ということで、こ

れは報告事項でありますが、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 
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 前回委員会後に行いました周知活動につきましてご報告申し上げます。本体資料の４ペ

ージをご覧ください。 

 まず、日本助産師会出版発行の「助産師」１１月号に「第１４回再発防止に関する報告

書 別冊 脳性麻痺児事例の胎児心拍数陣痛図紹介集」より３事例を紹介いたしまして、

胎児心拍数陣痛図紹介集の二次元コードを掲載いたしました。今後も胎児心拍数事例陣痛

図紹介集に関する記事を掲載予定でございます。 

 この他、１２月７日、１４日に対面で開催されました東京都助産師会、東京都委託事業

の助産師教育指導講習会にて、参加者に「第１４回再発防止に関する報告書」を配付いた

しました。また、この後２月１７日にも開催されます同講習会におきましても配付予定が

ございます。 

 なお、日本助産師会出版発行に掲載されました「助産師」の掲載紙面につきましては参

考資料２にお付けしておりますので、こちらをご確認いただきたく存じます。 

 ご報告は以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。布施委員、大変詳細な文章をお書きいただきましてどうもあ

りがとうございました。何か反響とかございますか。 

○布施委員 

 ありがとうございます。布施でございます。 

 手元にないとなかなか見れないということで、非常に「助産師」というものを自分の会

員の皆様に直接お送りするので、こういう事例があったんだというところで、例示の中で

気を付けるように、非常に参考資料になったということを伺っております。 

 以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。また引き続き周知をよろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。 

 それではその他の報告事項でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

 ご審議ありがとうございました。事務局より２点ほどご連絡いたします。 

 １点目ですが、先ほどご審議いただきました子宮収縮薬のことで色々ご意見を頂戴しま

したので、こちらを中心に２月下旬ほどにかけてメール審議をいただければと存じます。
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こちらにつきましては、改めてご連絡いたしますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 あとは２点目でございますが、次年度の開催日程についてでございます。こちらは、１

月末から２月をめどに日程調整表をお送りさせていただきます。２月中には次年度の委員

会日程を確定させたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。それでは全体を通じまして何かご意見、ご質問等はございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

 委員会の議題は以上となるのですが、委員の皆様方にご連絡がございます。この委員会、

第１回の再発防止報告書発行から長きにわたって委員長代理をお務めいただきました、石

渡委員長代理が本委員会をもちましてご退任ということになります。本当にありがとうご

ざいました。つきましては石渡委員長代理より一言ご挨拶をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○石渡委員長代理 

 石渡です。本当にお世話になりました。 

 実は今、産婦人科医会のほうの会長をさせていただいていまして、すごく多忙になって

きたのが一つの大きな原因なんです。この産科医療補償制度が立ち上がってくるその前か

らずっと関わらせていただきまして、何とかここまでやってこられました。 

 特に初めは原因分析委員会の中にいたのですけれども、また再発防止委員会にもいて、

あの時、私がちょっと口走ったことが、実は原因分析委員会に所属している委員と再発防

止に所属している委員が、ちょっと同じ委員がやるのは良くないのではないかななんて少

し言いまして、それで私は初めから開業医という立場でこの委員会に入らせていただきま

した。ほとんどの委員の先生方は実は勤務している先生だとか大学関係の先生が多いかと

思います。開業医はある意味では異色だったわけなんですけれども。逆に言えば、地域の

現状のところをお話しできるのではないかと言っておりました。 

 それで、今後のことについて今話してよろしいでしょうか。 

○木村委員長 

 お願いいたします。 

○石渡委員長代理 

 私がお願いしたのは、実は再発防止委員会の中のワーキンググループにいる委員、中井
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章人という方ですが、今、日本医大を出られて、永山病院でずっと病院長をされていたん

ですね。この周産期の分野においては非常にエキスパートで、実は日本周産期・新生児医

学会も主宰されたりとか、それから、周産期登録データベースに特に関わっていたのでは

ないかなと私は思うんですね。今、中井先生は日本産婦人科医会の副会長をされておられ

て、日本産婦人科医会では毎年データベース、これは医療機関の施設情報として出してい

て、例えば分娩数がいくつであるとか、無痛分娩をいくつやっているとか、そういうデー

タが詳細に出てきます。ただ、日本産科婦人科学会で行っている周産期登録データベース

と違って、細かいことまで言っていないんですね。データの数は分かるんですけれども。 

 色々な意味において中井先生はずっと周産期に関しては研究もされておりましたしエキ

スパートですので、この際、中井先生に私が直接頼みまして、快諾を得て、それで機構の

ほうにお願いしたわけで、本当に長いことお世話になりました。木村委員長には大変お世

話になりましたが、本当にどうもありがとうございました。 

○木村委員長 

 どうも長い間ありがとうございました。 

 それではお時間になりました。以上をもちまして第１０２回産科医療補償制度再発防止

委員会を終了させていただきます。各委員の皆様におかれましては、ご多用の中、ご参加

いただきまして誠にありがとうございました。終了とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 


